




　ここに、総合計画策定委員会委員の皆様、議会議員の皆様の御提言を賜り、「第８次白糠町総合計画」を
策定いたしました。
　この計画は、町民と行政が情報を共有しながら協働し、まちづくりを進めていくための平成39年度（西
暦2027年度）までの方針です。
　将来に向かって、白糠町が持つ豊かな自然と気候風土、恵まれた地域資源を活用し、「子どもから高齢者
まで、町民一人ひとりが夢や希望を持ち、生涯輝いて暮らせるまち」、「安全で安心して心豊かに住み続け
たい、誰もが住んでみたくなるようなふるさと白糠」を築いていかなくてはなりません。
　「第８次白糠町総合計画」の推進にあたり、町民皆様のより一層の御理解と御協力をお願いする次第です。

　平成30年３月
　白糠町長　棚　野　孝　夫　

「第 8 次白糠町総合計画」　策定にあたって
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第８次白糠町総合計画基本構想
・計画策定の概要

　白糠町は、平成17年の自立の道を選択以降、「原点に立ち返り、足元を見つめ、耕し直す」ことを念

頭において、身の丈に合ったまちづくりを進めてきました。

　平成19年度に策定した「第７次白糠町総合計画（平成20年度～平成29年度）」では、賦存する豊か

な地域資源を生かし、小さくても輝くまちを次代を担う子どもたちに引き継いでいくため、「基本構想（理

念・方向性）」と「実行計画（具体的施策・事務事業）」の２層構造とし、計画を推進してきました。

　更に、第７次白糠町総合計画の計画期間中である平成27年度には、人口減少と地域経済の縮小を克

服するため、「白糠町創生総合戦略」を策定し、現在も全力でその取組を進めています。

　『「第一次産業の再興と振興」を図るとともに、一次産業と連携した新たな取組により、雇用の場を創

出し、「町民の健康づくり」と「教育（意識改革）」の施策を連動させ、総合的に展開していくことが最

終的に人口減少対策につながっていく』という信念のもと、これらの取組は、より一層強力に推進して

いかなければなりません。

　このようなことから、「第８次白糠町総合計画」策定にあたっては、新たな概念・方向性を打ち出す

のではなく、自立後、着実に取り組んできた「３つの柱」を重要視点とした「新たなまちづくり」を堅

持し、皆様から寄せられたご意見やご提言を踏まえ、各種計画との整合性を図りながら、中長期的な視

点に立ってまちづくりの方向性を示すこととしました。

　わかりやすい情報の提供によって住民がまちづくりに参画しやすい環境の構築を図り、住民と行政が

希望あるまちの将来の姿を見据え、安全で安心して心豊かに住み続けられるまちづくりを協働して進め

ていくことができるよう、その指針として、ここに「第８次白糠町総合計画」を策定します。
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・計画の役割

　本計画は、住民と本町の最上位計画として位置付けるとともに、今後のまちづくりの方向性を示すも

のであり、事業に対する必要性や優先順位を明確化し、住む人々と行政が協働のまちづくりを進めるた

め、以下の３つの役割を持ちます。

■役割１　協働のまちづくり

　本計画は、本町のまちづくりの方向性と必要な施策をわかりやすく住民に示し、すべての住民が

まちづくりに参画・協働するための、まちづくりの共通目標となるものです。

■役割２　情報共有のまちづくり

　本計画は、事業の必要性や優先順位を明確化したものを公開し、住民と行政が共通の認識でまち

づくりを進めていくとともに、住民がまちづくりに参画しやすい環境を構築するものです。

■役割３　点検・評価のまちづくり

　本計画は、目標指数を定めて施策を推進し、施策の成果を定期的に点検・評価する制度を導入す

るものです。
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・計画の期間と構成

　本計画は、長期的なビジョンで計画行政を進めていくための「基本構想」と、事業を展開するための

「実行計画」との２層で構造し、まちの最上位の計画として位置付けます。

■計画期間

　平成30年度（西暦2018年度）から平成39年度（西暦2027年度）までの10年間とします。

■基本構想

　基本構想は、住民のニーズ、時代の潮流、本町の置かれている位置や直面する課題等を検討し、

施策分野別大綱と振興方針を定め、基本とすべき理念や将来像を示した住民と行政の共通の目標と

なる平成30年度から平成39年度までの10年間の長期構想です。

■実行計画

　実行計画は、基本構想の施策の枠組みに基づき、第７次白糠町総合計画の評価等を踏まえ、今後

取り組むべき事業の必要性や優先順位を明確に定めた平成30年度を初年度とする前期５年間の計

画と、社会・経済情勢の急激な変化に的確かつ柔軟に対応できるよう平成35年度を初年度とする

後期５年間の計画に分け、まちづくりを進めていきます。
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・まちづくりの重要視点

　本計画では、これまで町民の皆さんとともに取り組んできた、身の丈にあったまちづくりを今後も進

めていくため、引き続き、第７次白糠町総合計画と同様、「３つの柱」を重要視点として位置付け、ま

ちづくりを推進します。

重要視点１　第一次産業の再興と振興

　今日までの白糠町の産業は、先人達が様々な苦難を重ね、築き上げてきた貴重な財産です。先人

に感謝しつつ、これらの財産を大切にして、子や孫に引き継ぐことは、今に生きる私たちの使命で

あることを意識し、個性ある産業づくりを進める必要があります。

　本町の第一次産業である農林水産業の更なる振興を図るため、加工特産品、商業、観光サービス

等の各分野の産業要素を融合化し、新たな振興の展開と整備充実により、本町の特徴を出し、活力

に満ちた産業づくりを目指します。

重要視点２　町民の健康づくり

　高齢社会から超高齢社会へ突入し、これに伴い増えつづける医療費や介護費は、将来のまちづく

りに多大な影響を及ぼします。このようなことから町民が自分らしくいきいきと暮らし、健康で思

いやりのある社会づくりを目指して、一人ひとりが取り組める健康づくりを推進し、健康寿命の延

伸を図るとともに、生活習慣病の改善を行い、医療費の抑制に取り組みます。

　また、子どもの立場で考えた子育ての環境づくりを目指し、家庭生活や子育てに夢や希望を持つ

ことができる社会づくりに取り組みます。

重要視点３　教育（意識改革）

　先人の築き上げた白糠町の財産をいかし、新しい時代に即応したまちを自らの手で創造する人を

育てるため、「ふるさと教育」の実践を通じ、地域に織りなす人・文化・自然をこよなく愛し、広

い視野に立ってふるさとへの愛着心やふるさとに生きる意欲を喚起するとともに、そこに生きがい

を持って精進する町民の意識を育むよう努めます。
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・白糠町の将来像

　本町の特性や社会動向、住民のニーズ、町の発展課題、そしてまちづくりの基本理念を総合的に勘案し、

目指す将来像を次のとおり定め、「白糠」の持つ豊かな自然と気候風土、恵まれた地域資源を活用して、

子どもから高齢者まで、町民一人ひとりが夢や希望を持ち、生涯輝いて暮らせるまち、安全で安心して

心豊かに住み続けたい、誰もが住んでみたくなるまちの実現を目指します。

生き活きしらぬか
笑顔輝くまちを目指して

・人口指標

計画人口の設定

　本町においては人口減少が続いており、平成２７年度に策定した「白糠町人口ビジョン」による

人口推計結果から、平成37（2025）年の計画人口は、8,005人とします。

　平成37年の年齢構成は、年少人口808人（10.1％）、生産年齢人口4,039人（50.4％）、高齢人

口3,158人（39.5％）と予測されます。

最終実績値 推　計　値

平成22年 平成27年 平成37年

総　人　口 9,294人 8,923人 8,005人

年少人口（0～14歳） 1,034人 11.1％ 902人 10.1％ 808人 10.1％

生産年齢人口（15～64歳） 5,399人 58.1％ 4,877人 54.7％ 4,039人 50.4％

高齢人口（65歳～） 2,861人 30.8％ 3,144人 35.2％ 3,158人 39.5％
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【参考】白糠町人口ビジョンにおける人口の将来展望
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・施策の大綱

１　機能的で魅力ある基盤づくり ～生活基盤分野

　１－１　道路・交通ネットワークの整備

　広域交流基盤の強化を図るため、北海道横断自動車道へのアクセスの向上や利便性・安全性

の一層の向上を見据え、国道３９２号をはじめ国道・道道の整備改良を積極的に要請し、これ

ら幹線道路網との連携や機能分担に配慮しながら、道路網の充実に向け町道の整備を計画的・

効率的に進めます。

　また、公共交通機関との連携を図り、住民の生活交通の確保・維持と効率的で利便性の高い

公共交通ネットワークを形成します。

　１－２　住宅・市街地の整備

　快適で安全な住環境づくりと定住人口の増加に向け、少子高齢社会への対応、環境との共生、

高齢者・障がい者・若者向けへの対応など、福祉施策との連携を図りながら、多様な視点から

の住宅施策の検討とその推進に努めます。

　町営住宅については、「白糠町公営住宅等長寿命化計画」のもと、必要な事業を推進します。

　また、町民の９割が居住する市街地は、「白糠町都市計画マスタープラン」のもと、快適で

秩序ある市街地形成を誘導し、健全な都市（まち）づくりを推進します。

　１－３　交通安全・防犯体制の充実

　交通事故ゼロのまちを目指し、関係機関・団体と連携しながら、交通安全教育・啓発活動を

推進し、住民の交通安全意識の高揚に努めるとともに、子どもや高齢者、障がい者等交通弱者

の安全性に配慮した交通安全施設の整備を進めます。

　また、全国的な犯罪の凶悪化・低年齢化、更には特殊詐欺に対する対策など、安全・安心な

暮らしの確保に向け、警察や関係機関・団体と連携しながら啓発活動を推進し、住民の防犯意

識の高揚や地域ぐるみの地域安全活動の促進に努めます。

　１－４　消防・救急・防災体制の充実

　大地震をはじめ、火災、風水害などのあらゆる災害に強いまちづくりを総合的に進めるため、
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消防施設・装備の整備、救急体制の整備及び地域防災計画等の指針を充実させながら、総合的

な防災体制の確立をはじめ、住民の防災意識の高揚、災害時の初動対応、情報通信体制の充実

等を図ります。

　また、水害等を未然に防ぐため、関係機関との連携のもと、総合的な治山・治水対策を進めます。

　１－５　情報ネットワークの整備

　住民生活の質的向上と町全体の活性化に向け、町全体の情報化を進めるとともに、情報セキュ

リティ（安全・保護）対策及びＩＴ教育・研修を推進し、情報ネットワークの安全・円滑な運

用に努めます。

２　美しく快適な環境づくり ～環境保全分野

　２－１　上下水道の整備

　老朽した水道施設の整備や更新を推進するとともに、安全で安定した水の供給を図り、健全

な事業経営に努めます。

　また、美しく快適な居住環境を確保するため、下水道の整備と既存施設の改築更新を推進す

るとともに、水環境、水循環に関わる啓発活動等を通じて、下水道及び合併処理浄化槽の普及

に努めます。

　２－２　環境衛生の充実

　衛生的で快適な環境づくりを目指し、住民や事業者への啓発活動を推進しながら、ごみの減

量化やリサイクル化の促進を図り、ごみの適正処理に努めるとともに、不法投棄等から環境を

保全するため、釧路管内８市町村の広域的な取組である「自然の番人宣言」の推進に努めます。

　また、し尿処理については、釧路市他２町村との共同処理体制の維持に努めます。

　２－３　墓地・火葬場の整備

　墓地については、合葬墓所の造成を視野に入れながら、貸付けしている区画の実態調査を行

い、適切な管理や整備に努めます。

　また、火葬場については、老朽化に伴う施設の大規模改修及び機器の更新等を視野に入れな

がら維持管理に努めます。 
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　２－４　公園・緑地の整備

　子どもの遊び場、レクリエーションの場、自然とのふれあい・体験、災害時の避難場所など

に利用されている公園は、ユニバーサルデザインに視点をおき、老朽化した施設の改修等に努

めるとともに、適切な管理を推進します。

　２－５　環境保全・公害防止の推進

　森林と川と海の豊かな自然を誇るまちとして、自然環境の保全をはじめ、町民と協働した環

境保全の推進を図るとともに、水質、大気、騒音などの監視体制を確保することにより、公害

の未然防止を図り、美しく、安全で快適なまちづくりを推進し、次世代に引き継ぐよう努めます。

　２－６　地球温暖化防止対策の推進

　国が掲げる2030年度における温室効果ガス排出量削減の目標達成に向け、「地球温暖化防止

実行計画」に基づき、関係機関と連携を図りながら、その推進に努めます。

３　健康で思いやりのある社会づくり ～保健・医療・福祉分野

　３－１　保健・医療体制の充実

　すべての住民が生涯を通じて健康で幸せに暮らせるよう、白糠町健康づくり計画「すこやか

白糠21」に基づいて、住民が力をあわせて助けあい、支えあい、健康でともに生きる地域づ

くりを目指して、住民の自主的な健康づくりを促進するとともに、子どもが健やかに産まれ育

つ社会づくりに向けた母子保健事業の充実や生活習慣病予防を柱とした保健事業の充実、精神

保健・感染症対策の充実など、生涯各期にわたる保健事業の充実を図ります。

　また、高齢社会の到来に伴う医療ニーズの増大、高度化に対応できるよう、民間医療機関と

の連携や広域的連携を強化するとともに、救急・夜間の医療サービスの充実を図り、地域医療

体制の充実に努めます。

　３－２　地域福祉の充実

　少子高齢化の進行や家族の生活形態の変化などにより、援助を必要とする高齢者、障がい者、

子どもなどが増加する中で、すべての住民が一体となり、住み慣れた地域で助けあい、支えあ

いながら暮らせる地域社会の構築を目指します。
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　このため、地域福祉活動の中核的役割を担う社会福祉協議会や民生委員児童委員、町内会、

ボランティア団体などとの地域における支援や協力の連携・相談体制の強化を図りながら、相

互扶助的な地域社会の充実に努めます。

　また、福祉に対する意識の醸成と高揚を図るため、「広報しらぬか」や「ホームページ」のほか、

各機関・団体の情報誌などを通じて、地域の福祉活動や福祉教育などに関する情報提供に努め

ます。

　３－３　高齢者福祉の充実

　我が国の少子高齢化は急速に進み、今後も一層高齢化は進行していくことが予測される中、

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができ

るよう、「地域包括ケアシステム」の構築を目的とした「白糠町高齢者保健福祉計画・白糠町

介護保険事業計画」に基づき、高齢者福祉施策と介護保険事業を総合的・計画的に推進します。

　要支援認定者の訪問介護や通所介護などのサービスは、新たな介護予防・日常生活支援総合

事業を推進するとともに、地域での見守り体制の仕組みを充実し、高齢者の早期相談体制の充

実を図ります。

　また、認知症高齢者や知的・精神障がい者の権利擁護を図るため、後見実施機関を白糠町社

会福祉協議会に設置し、支援体制の強化を図ります。

　３－４　障がい者福祉の充実

　ノーマライゼーションの理念のもと、町民、地域、団体、行政が一体となって連携、協働し

ながら、障がいのある方が安心して日常生活や社会生活を営むことができるよう、「白糠町障

がい福祉計画」に基づき、必要な障がい福祉サービス、地域生活支援などのサービス提供体制

の充実を図ります。

　また、関係機関や近隣市町村と連携しながら、地域生活支援拠点の整備を推進し、障がいの

ある方の生活を地域全体で支える支援体制の充実・強化に努めます。

　３－５　子育て支援の充実

　次代の本町を担う子どもたちが健やかに産まれ育つよう「白糠町子ども・子育て支援事業計

画」に基づき、保健・福祉・医療・教育などの関係部門、関係機関・団体それぞれの役割分担

10



の明確化と連携強化を図りながら、家庭や地域の子育て機能を支え、若い世代が安心して子ど

もを産み、ゆとりを持って健やかに育てていくことができる環境づくりを総合的に推進します。

　また、「子育てするなら白糠町」と実感していただけるよう、多様なニーズに応える保育サー

ビスや子育て支援サービスを提供していくほか、子育て情報の収集・提供、子育て支援団体と

の連携強化を図るとともに、ひとり親家庭等の自立支援、児童虐待の防止、更には障がい児及

びその家族への支援など、保護を必要とする子どもや家庭のための施策の推進に努めます｡

　更に、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援体制を確保するため、相談体制の充実や支

援体制の強化を図りながら、母子保健サービスと子育て支援サービスを一体的に提供できる体

制の充実を図ります。

　３－６　社会保障の充実

　国民健康保険事業の都道府県単位化により、北海道との連携を図りながら健全な共同運営に

資するべく、保健・福祉・医療との連携による被保険者の健康づくりの促進や医療費適正化対

策に努めるほか、国民年金制度に関する啓発活動や相談の充実と制度に対する住民の理解の深

化に努めます。

４　希望あふれるひとづくり ～教育・文化分野

　４－１　生涯学習社会の充実

　すべての住民が人生の各時期に応じて、いつでも、どこでも、何でも主体的に学習すること

ができ、その成果を適切にいかすことのできる生涯学習社会の充実を目指し、関係機関・団体・

町内会などと連携して「まちぐるみ運動」を展開し、地域づくりや人づくりにつながる実践活

動の推進に努めます。

　また、ふるさと教育の推進を柱とし、学校教育・社会教育・家庭教育において、豊かな心を

もち社会の変化に柔軟に対応できる人を育成するとともに、地域の産業・文化を支え、地域に

誇りをもって活動する人材の育成に努めます。

　４－２　幼児・学校教育の充実

　次代の本町を担う子どもを育成していくため、ふるさと教育を基軸とし、幼・小・中・高一

貫した特色ある教育を目指す学校づくりに努めるとともに、確かな学力を保障し、創造力や生
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きる力、豊かな心を育む安心と信頼のある幼児教育・学校教育を進めます。

　幼児教育においては、遊びや生活を中心とする豊かな体験を通して人間形成の基礎を培う幼

児教育の充実に努めるとともに、少子化や多様な保育ニーズに対応した認定こども園となるよ

う支援します。

　小学校・中学校・義務教育学校教育においては、学力のびのびプランを推進し、基本的な生

活習慣・生活技能の定着を図りながら、基礎学力の定着、外国語の初歩習得とコミュニケーショ

ン能力の育成、キャリア教育の推進、地場産品を活用した「ふるさと給食」や体験活動をいか

した「食育」、「木育」による豊かな心の育成、心の健康づくりとたくましい心身の育成に努め

ます。

　更に、同地域の幼児、児童生徒と保護者が、９年間以上をともに学ぶ特性をいかして幼小並

びに小中一貫教育プログラムを進めます。

　また、人権と生命尊重の学びを重視し、道徳教育・特別支援教育の充実を図るとともに、環

境問題や国際化、情報化、福祉等の課題に対応した教育の充実などを、幼・小・中・高・養護

学校の連携、教育大学との連携、家庭や地域との連携のもとで総合的に進め、教育内容の一層

の充実に努めます。

　北海道白糠高等学校への教育活動及び魅力化の支援については、更なる学力、進学率・就職

率の向上を図るため、公営塾の運営など、まちと高校が連携した取組の推進に努めます。

　学校施設の整備については、余裕教室の有効活用、教育設備・施設の老朽化への対応をはじ

め、安全管理の充実等を見据え、計画的な整備・充実を図り、安全で快適な学校教育環境づく

りに努めます。

　４－３　社会教育の充実

　住民自らが主体的に学ぶことができる環境づくりとして、社会教育施設の計画的な整備・充

実を図るとともに、学習情報提供の充実と地域の人材や素材、ニーズをいかした学習機会の拡

充、社会教育団体やサークルへの活動支援に努めます。 

　また、基本的な生活習慣の定着を重視した家庭教育支援の充実を図るとともに、子どもの体

験・交流活動・ボランティア活動の拡充とリーダー養成に努め、家庭・学校・地域が一体となっ

た青少年の健全育成を推進します。
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　４－４　芸術文化活動の充実

　地域に根ざした芸術・文化活動を推進するため、各種芸術・文化団体やサークルを支援し、

自主的活動の意識を高め、活動の充実を図るとともに、住民誰もが、自由に、楽しく参加し発

表できる機会の拡充に努めます。

　また、本町の歴史の中で育まれてきたアイヌ文化や駒踊りなどの伝統文化を次代に引き継ぐ

ため、伝承団体への支援や人材の養成と確保、歴史を伝える資料の活用を進め、多くの人々が

本町の歴史や文化、風土に親しむことができる機会の提供に努めます。

　４－５　スポーツ活動の充実

　住民の健康づくりに対する意識が高まる中、誰もが生涯の各時期にわたってそれぞれの体力

や目的に応じて、いつでも、どこでも、気軽に親しみ、楽しむことができる「生涯スポーツ」

の定着を目指し、スポーツ活動の充実に努めます。

　また、スポーツ施設の整備や活用の促進を図るとともに、各種スポーツ団体やクラブの活動

支援、指導者の養成と確保、スポーツ教室やスポーツイベントの充実など、活動の場と機会の

拡充に努めます。

５　活力に満ちた産業づくり ～産業振興分野

　５－１　農業の振興

　農業は、基幹である酪農の持続的な発展を図るため、草地型酪農や良質粗飼料の確保に向け

た基盤整備の取組を推進するとともに、資源の循環利用と経営の効率化を促進し、次代を担う

多様な農業者の確保・育成に向け、支援体制の充実を図ります。

　また、冷涼な気候と日照時間の長さという優位性を最大限にいかした畜産や地場野菜の生産

を推進するとともに、地域資源を有効活用した取組を展開し、更なる農業の可能性にチャレン

ジします。

　５－２　林業の振興

　林業・林産業は、国土保全、地球温暖化防止等の森林が持つ公益的機能を持続的に発揮させ

るため、「もう一度山づくりの原点に返り、循環型の林業・林産業の再興に努め、木を植える」
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ことを行動目標に、計画的な民有林整備の推進、公共施設の木造化・木質化等、地元木材の利

活用の促進を図るとともに、森林資源の循環利用による林業・林産業の振興に向け支援体制の

充実を図ります。

　また、地域を見つめ直し、山の恵みに感謝する心を育み、豊かな森林を未来へ引き継いでい

くため、子ども達をはじめとする住民へ、木とふれあう機会を提供するなど木育の推進に努め

ます。

　５－３　水産業の振興

　水産業は、資源を守り、つくり育て、絶やすことなく、安定的資源の確保を図りながら、良

質な水産物の供給に向け、資源管理型漁業を推進するとともに、水産基盤の整備に努め、漁業

環境の充実を図ります。

　また、漁業者が効率的な操業体制を確保し、漁業生産の増産を図るための取組や、次代を担

う多様な漁業者育成に向け、支援体制の充実を図ります。

　５－４　商・工業の振興

　商業は、各種イベントの開催支援や本町ならではの特産品販売といった観光と連携した商業

環境整備の推進に努め、町外からの購買力獲得に努めます。

　また、農水産物等の生産地ならではの強みを十分いかして住民の地域内商店の利用を促進し、

購買力の町外への流出を抑えるよう努めます。

　工業は、白糠町の地域性にあった第一次産業に関連する企業、用水型の企業の誘致に努め、

雇用の場の確保、税収の増、工業用水道の健全経営に努めます。

　５－５　移住・定住の推進

　本町の地域資源をはじめとする魅力を内外に発信し、移住・定住の促進と交流人口の拡大を

図るとともに、関係機関と連携し、人口減少の抑制と地域経済の活性化に努めます。 

　５－６　観光・レクリエーションの振興

　交流による地域活性化のため、自然豊かなまちの資源をいかし、地域性に即した体験型の観

光・レクリエーションの取組の推進と、上茶路地区を中心とした青少年旅行村（驚きの森）の「自
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然体験・交流施設」の機能強化を図るとともに、道の駅「しらぬか恋問」を核とする観光地形

成の推進に努めます。

　５－７　雇用・勤労者対策の充実

　住民の雇用の場の確保と雇用の安定に向け、優良企業の誘致を含めた各種産業振興施策を積

極的に推進し、多様で魅力のある雇用の場の創出・拡充に努めます。

　また、ハローワーク等関係機関との連携のもと、就職へつながる情報の収集・提供等を進め、

若者の地元就職 U・I・J ターンの促進など、雇用環境の整備に努めます。

６　みんなで歩む地域づくり ～行財政分野

　６－１　開かれた協働のまちづくりの推進

　まちづくりのすべての分野において住民と行政とが一体となった協働のまちづくりが活発に

行われるよう、ホームページの充実・活用をはじめとする多様な広報・広聴活動の展開、情報

公開の推進、個人情報の保護、まちづくりに関する学習機会の提供に努めます。

　また、各種行政計画の策定・実施・点検・見直しや行事・イベントの企画・運営、公共施設

の整備及び管理・運営などへの住民及び民間の参画を促進するとともに、まちづくり団体やボ

ランティア、ＮＰＯの育成、支援に努めます。

　６－２　コミュニティの育成

　住民自治の地域づくり、地域主導のまちづくりを進めるため、町内会活動の支援に努めると

ともに、地域住民自らの手による地域に根ざした特色ある活動等に対する支援の推進など、自

律的な活動が展開できる環境の整備に努めます。

　６－３　消費者対策の充実

　多種多様な商品・サービスの出現やインターネット販売等販売形態の複雑・多様化に伴う相

談などに対応するため、国民生活センターや北海道立消費生活センターと連携し、消費者の利

益の保護と被害の未然防止に努めます。

　また、消費者教育・啓発の推進や消費生活情報の提供等に努め、消費者意識の高揚と知識の

向上を促進するとともに、相談体制の充実や消費者団体活動の促進を図り、自立する消費者の
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育成に努めます。

　６－４　自立する自治体経営の推進

　地方分権型社会に適切に対応できる自治体経営を進めるため、民間経営理念・手法導入の視

点に立ち、政策や施策、事業の実施・点検・見直しを進め、更なる行財政改革に取り組むとと

もに、財政状況の分析とわかりやすい公表を行いながら、財源の確保と限られた財源の重点配

分を図り、効果的・効率的な行財政運営を推進します。

　各種公共施設等の維持管理については、長期的な視点に立った更新・統廃合・長寿命化など

を計画的に実施し、財政負担の軽減・平準化に努めます。

　また、東京２３区をはじめとする地域間連携の取組や国際交流の推進、北海道が進める権限

移譲、管内市町村との広域連携による取組など、地域主権型社会の構築に向けた対応に努めます。

　６－５　男女共同参画・人権尊重社会の形成

　男女が社会の対等な構成員としてあらゆる分野に参画することができるよう、意識改革の推

進をはじめ、政策・方針決定の場への男女共同参画、労働における男女平等、女性に対するあ

らゆる暴力の根絶に向けた環境整備を図り、男女共同参画社会の形成に努めます。

　また、人権意識を高める啓発活動を推進し、住民すべてが自分自身の課題として理解を深め、

人権が尊重されるまちづくりの推進に努めます。
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17

第8次白糠町総合計画実行計画における事業費集計表

一般会計 （単位：千円）

項　　　目 総合計 経常経費 投資的 
経　費

左の財源内訳
補助金 地方債 その他 一般財源

機能的で魅力ある基盤づくり 5,803,880 2,856,174 2,947,706 850,780 599,278 87,355 4,266,467
美しく快適な環境づくり 2,307,794 1,555,629 752,165 395,900 64,550 29,035 1,818,309
健康で思いやりのある社会づくり 3,364,240 3,356,240 8,000 1,786,080 70,500 118,145 1,389,515
希望あふれる人づくり 2,424,520 1,847,996 576,524 143,350 115,500 164,980 2,000,690
活力に満ちた産業づくり 10,968,247 7,774,401 3,193,846 3,134,349 68,500 6,431,225 1,334,173
みんなで歩む地域づくり 7,452,444 7,434,828 17,616 53,925 0 9,855 7,388,664

合　　　計 32,321,125 24,825,268 7,495,857 6,364,384 918,328 6,840,595 18,197,818
A ラ ン ク 31,706,434 24,812,259 6,894,175 6,186,384 703,328 6,770,170 18,046,552
B ラ ン ク 614,691 13,009 601,682 178,000 215,000 70,425 151,266
C ラ ン ク 0 0 0 0 0 0 0

特別・企業会計 （単位：千円）

項　　　目 総合計 経常経費 投資的 
経　費

左の財源内訳
補助金 地方債 その他 一般財源

機能的で魅力ある基盤づくり 0 0 0 0 0 0 0
美しく快適な環境づくり 813,899 186,394 627,505 237,000 211,500 122,900 242,499
健康で思いやりのある社会づくり 7,887,697 7,887,697 0 2,012,865 5 3,752,213 2,122,614
希望あふれる人づくり 0 0 0 0 0 0 0
活力に満ちた産業づくり 0 0 0 0 0 0 0
みんなで歩む地域づくり 0 0 0 0 0 0 0

合　　　計 8,701,596 8,074,091 627,505 2,249,865 211,505 3,875,113 2,365,113

一般会計、特別・企業会計の合計 （単位：千円）

項　　　目 総合計 経常経費 投資的 
経　費

左の財源内訳
補助金 地方債 その他 一般財源

一般会計 32,321,125 24,825,268 7,495,857 6,364,384 918,328 6,840,595 18,197,818
特別・企業会計 8,701,596 8,074,091 627,505 2,249,865 211,505 3,875,113 2,365,113

合　　　計 41,022,721 32,899,359 8,123,362 8,614,249 1,129,833 10,715,708 20,562,931

一般会計投資的経費（Ａランク） （単位：千円）

項　　　目 投資的 
経　費

左の財源内訳
補助金 地方債 その他 一般財源

機能的で魅力ある基盤づくり 2,483,206 658,106 384,278 282 1,440,540
美しく快適な環境づくり 722,207 246,700 64,550 0 410,957
健康で思いやりのある社会づくり 0 0 0 0 0
希望あふれる人づくり 477,300 140,500 115,500 0 221,300
活力に満ちた産業づくり 3,193,846 2,973,397 500 34,737 185,212
みんなで歩む地域づくり 17,616 0 0 0 17,616

合　　　計 6,894,175 4,018,703 564,828 35,019 2,275,625

一般会計事業、特別会計・企業会計事業
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事業費集計表（平成30年度）

一般会計 （単位：千円）

項　　　目 総合計 経常経費 投資的 
経　費

左の財源内訳
補助金 地方債 その他 一般財源

機能的で魅力ある基盤づくり 1,149,527 550,092 599,435 310,309 187,233 3,386 648,599
美しく快適な環境づくり 596,060 303,998 292,062 123,609 32,060 5,807 434,584
健康で思いやりのある社会づくり 677,766 672,766 5,000 357,612 14,100 23,629 282,425
希望あふれる人づくり 798,926 383,457 415,469 137,970 112,500 33,106 515,350
活力に満ちた産業づくり 2,546,882 1,177,013 1,369,869 1,365,980 14,100 910,345 256,457
みんなで歩む地域づくり 1,494,018 1,494,018 0 15,545 0 1,971 1,476,502

合　　　計 7,263,179 4,581,344 2,681,835 2,311,025 359,993 978,244 3,613,917
A ラ ン ク 7,214,597 4,577,801 2,636,796 2,298,525 347,493 978,244 3,590,335
B ラ ン ク 48,582 3,543 45,039 12,500 12,500 0 23,582
C ラ ン ク 0 0 0 0 0 0 0

特別・企業会計 （単位：千円）

項　　　目 総合計 経常経費 投資的 
経　費

左の財源内訳
補助金 地方債 その他 一般財源

機能的で魅力ある基盤づくり 0 0 0 0 0 0 0
美しく快適な環境づくり 163,544 31,683 131,861 54,000 55,100 6,100 48,344
健康で思いやりのある社会づくり 1,577,607 1,577,607 0 402,573 1 750,841 424,192
希望あふれる人づくり 0 0 0 0 0 0 0
活力に満ちた産業づくり 0 0 0 0 0 0 0
みんなで歩む地域づくり 0 0 0 0 0 0 0

合　　　計 1,741,151 1,609,290 131,861 456,573 55,101 756,941 472,536

一般会計、特別・企業会計の合計 （単位：千円）

項　　　目 総合計 経常経費 投資的 
経　費

左の財源内訳
補助金 地方債 その他 一般財源

一般会計 7,263,179 4,581,344 2,681,835 2,311,025 359,993 978,244 3,613,917
特別・企業会計 1,741,151 1,609,290 131,861 456,573 55,101 756,941 472,536

合　　　計 9,004,330 6,190,634 2,813,696 2,767,598 415,094 1,735,185 4,086,453

一般会計投資的経費（Ａランク） （単位：千円）

項　　　目 投資的 
経　費

左の財源内訳
補助金 地方債 その他 一般財源

機能的で魅力ある基盤づくり 574,435 295,209 174,733 94 104,399
美しく快適な環境づくり 289,492 93,769 32,060 0 163,663
健康で思いやりのある社会づくり 0 0 0 0 0
希望あふれる人づくり 403,000 137,500 112,500 0 153,000
活力に満ちた産業づくり 1,369,869 1,334,565 500 12,437 22,367
みんなで歩む地域づくり 0 0 0 0 0

合　　　計 2,636,796 1,861,043 319,793 12,531 443,429

一般会計事業、特別会計・企業会計事業
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事業費集計表（平成31年度）

一般会計 （単位：千円）

項　　　目 総合計 経常経費 投資的 
経　費

左の財源内訳
補助金 地方債 その他 一般財源

機能的で魅力ある基盤づくり 2,045,149 554,304 1,490,845 229,497 164,045 25,886 1,625,721
美しく快適な環境づくり 530,139 327,263 202,876 116,596 26,080 5,807 381,656
健康で思いやりのある社会づくり 672,903 669,903 3,000 356,622 14,100 23,629 278,552
希望あふれる人づくり 423,150 377,775 45,375 2,220 1,500 33,031 386,399
活力に満ちた産業づくり 1,774,899 1,338,624 436,275 426,798 13,600 1,067,433 267,068
みんなで歩む地域づくり 1,504,976 1,497,748 7,228 19,545 0 1,971 1,483,460

合　　　計 6,951,216 4,765,617 2,185,599 1,151,278 219,325 1,157,757 4,422,856
A ラ ン ク 6,793,298 4,762,074 2,031,224 1,111,778 164,825 1,135,257 4,381,438
B ラ ン ク 157,918 3,543 154,375 39,500 54,500 22,500 41,418
C ラ ン ク 0 0 0 0 0 0 0

特別・企業会計 （単位：千円）

項　　　目 総合計 経常経費 投資的 
経　費

左の財源内訳
補助金 地方債 その他 一般財源

機能的で魅力ある基盤づくり 0 0 0 0 0 0 0
美しく快適な環境づくり 223,208 32,147 191,061 35,500 42,600 103,100 42,008
健康で思いやりのある社会づくり 1,577,109 1,577,109 0 402,573 1 750,343 424,192
希望あふれる人づくり 0 0 0 0 0 0 0
活力に満ちた産業づくり 0 0 0 0 0 0 0
みんなで歩む地域づくり 0 0 0 0 0 0 0

合　　　計 1,800,317 1,609,256 191,061 438,073 42,601 853,443 466,200

一般会計、特別・企業会計の合計 （単位：千円）

項　　　目 総合計 経常経費 投資的 
経　費

左の財源内訳
補助金 地方債 その他 一般財源

一般会計 6,951,216 4,765,617 2,185,599 1,151,278 219,325 1,157,757 4,422,856
特別・企業会計 1,800,317 1,609,256 191,061 438,073 42,601 853,443 466,200

合　　　計 8,751,533 6,374,873 2,376,660 1,589,351 261,926 2,011,200 4,889,056

一般会計投資的経費（Ａランク） （単位：千円）

項　　　目 投資的 
経　費

左の財源内訳
補助金 地方債 その他 一般財源

機能的で魅力ある基盤づくり 1,373,845 187,397 109,545 94 1,076,809
美しく快適な環境づくり 202,876 86,756 26,080 0 90,040
健康で思いやりのある社会づくり 0 0 0 0 0
希望あふれる人づくり 11,000 1,500 1,500 0 8,000
活力に満ちた産業づくり 436,275 390,517 0 11,025 34,733
みんなで歩む地域づくり 7,228 0 0 0 7,228

合　　　計 2,031,224 666,170 137,125 11,119 1,216,810

一般会計事業、特別会計・企業会計事業
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事業費集計表（平成32年度）

一般会計 （単位：千円）

項　　　目 総合計 経常経費 投資的 
経　費

左の財源内訳
補助金 地方債 その他 一般財源

機能的で魅力ある基盤づくり 958,674 575,304 383,370 91,542 97,000 34,886 735,246
美しく快適な環境づくり 470,351 324,928 145,423 94,723 2,120 5,807 367,701
健康で思いやりのある社会づくり 671,825 671,825 0 357,612 14,100 23,629 276,484
希望あふれる人づくり 456,796 380,956 75,840 2,220 1,500 33,106 419,970
活力に満ちた産業づくり 2,084,442 1,513,408 571,034 547,768 13,600 1,252,383 270,691
みんなで歩む地域づくり 1,484,478 1,481,318 3,160 3,745 0 1,971 1,478,762

合　　　計 6,126,566 4,947,739 1,178,827 1,097,610 128,320 1,351,782 3,548,854
A ラ ン ク 5,943,913 4,944,196 999,717 1,050,610 55,320 1,320,282 3,517,701
B ラ ン ク 182,653 3,543 179,110 47,000 73,000 31,500 31,153
C ラ ン ク 0 0 0 0 0 0 0

特別・企業会計 （単位：千円）

項　　　目 総合計 経常経費 投資的 
経　費

左の財源内訳
補助金 地方債 その他 一般財源

機能的で魅力ある基盤づくり 0 0 0 0 0 0 0
美しく快適な環境づくり 229,744 33,283 196,461 100,000 77,300 9,300 43,144
健康で思いやりのある社会づくり 1,578,763 1,578,763 0 402,573 1 750,343 425,846
希望あふれる人づくり 0 0 0 0 0 0 0
活力に満ちた産業づくり 0 0 0 0 0 0 0
みんなで歩む地域づくり 0 0 0 0 0 0 0

合　　　計 1,808,507 1,612,046 196,461 502,573 77,301 759,643 468,990

一般会計、特別・企業会計の合計 （単位：千円）

項　　　目 総合計 経常経費 投資的 
経　費

左の財源内訳
補助金 地方債 その他 一般財源

一般会計 6,126,566 4,947,739 1,178,827 1,097,610 128,320 1,351,782 3,548,854
特別・企業会計 1,808,507 1,612,046 196,461 502,573 77,301 759,643 468,990

合　　　計 7,935,073 6,559,785 1,375,288 1,600,183 205,621 2,111,425 4,017,844

一般会計投資的経費（Ａランク） （単位：千円）

項　　　目 投資的 
経　費

左の財源内訳
補助金 地方債 その他 一般財源

機能的で魅力ある基盤づくり 231,370 41,942 24,000 94 165,334
美しく快適な環境づくり 142,853 64,883 2,120 0 75,850
健康で思いやりのある社会づくり 0 0 0 0 0
希望あふれる人づくり 51,300 1,500 1,500 0 48,300
活力に満ちた産業づくり 571,034 516,635 0 11,275 43,124
みんなで歩む地域づくり 3,160 0 0 0 3,160

合　　　計 999,717 624,960 27,620 11,369 335,768

一般会計事業、特別会計・企業会計事業
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事業費集計表（平成33年度）

一般会計 （単位：千円）

項　　　目 総合計 経常経費 投資的 
経　費

左の財源内訳
補助金 地方債 その他 一般財源

機能的で魅力ある基盤づくり 859,432 604,148 255,284 111,716 86,500 19,811 641,405
美しく快適な環境づくり 370,722 318,093 52,629 30,486 2,140 5,807 332,289
健康で思いやりのある社会づくり 670,391 670,391 0 356,622 14,100 23,629 276,040
希望あふれる人づくり 400,735 374,895 25,840 470 0 32,831 367,434
活力に満ちた産業づくり 2,259,082 1,738,048 521,034 510,268 13,600 1,465,748 269,466
みんなで歩む地域づくり 1,476,035 1,475,807 228 2,545 0 1,971 1,471,519

合　　　計 6,036,397 5,181,382 855,015 1,012,107 116,340 1,549,797 3,358,153
A ラ ン ク 5,904,279 5,180,192 724,087 972,607 68,840 1,533,372 3,329,460
B ラ ン ク 132,118 1,190 130,928 39,500 47,500 16,425 28,693
C ラ ン ク 0 0 0 0 0 0 0

特別・企業会計 （単位：千円）

項　　　目 総合計 経常経費 投資的 
経　費

左の財源内訳
補助金 地方債 その他 一般財源

機能的で魅力ある基盤づくり 0 0 0 0 0 0 0
美しく快適な環境づくり 119,873 46,012 73,861 35,000 25,800 3,200 55,873
健康で思いやりのある社会づくり 1,577,109 1,577,109 0 402,573 1 750,343 424,192
希望あふれる人づくり 0 0 0 0 0 0 0
活力に満ちた産業づくり 0 0 0 0 0 0 0
みんなで歩む地域づくり 0 0 0 0 0 0 0

合　　　計 1,696,982 1,623,121 73,861 437,573 25,801 753,543 480,065

一般会計、特別・企業会計の合計 （単位：千円）

項　　　目 総合計 経常経費 投資的 
経　費

左の財源内訳
補助金 地方債 その他 一般財源

一般会計 6,036,397 5,181,382 855,015 1,012,107 116,340 1,549,797 3,358,153
特別・企業会計 1,696,982 1,623,121 73,861 437,573 25,801 753,543 480,065

合　　　計 7,733,379 6,804,503 928,876 1,449,680 142,141 2,303,340 3,838,218

一般会計投資的経費（Ａランク） （単位：千円）

項　　　目 投資的 
経　費

左の財源内訳
補助金 地方債 その他 一般財源

機能的で魅力ある基盤づくり 151,784 68,779 39,000 0 44,005
美しく快適な環境づくり 46,041 646 2,140 0 43,255
健康で思いやりのある社会づくり 0 0 0 0 0
希望あふれる人づくり 5,000 0 0 0 5,000
活力に満ちた産業づくり 521,034 479,135 0 0 41,899
みんなで歩む地域づくり 228 0 0 0 228

合　　　計 724,087 548,560 41,140 0 134,387

一般会計事業、特別会計・企業会計事業
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事業費集計表（平成34年度）

一般会計 （単位：千円）

項　　　目 総合計 経常経費 投資的 
経　費

左の財源内訳
補助金 地方債 その他 一般財源

機能的で魅力ある基盤づくり 791,098 572,326 218,772 107,716 64,500 3,386 615,496
美しく快適な環境づくり 340,522 281,347 59,175 30,486 2,150 5,807 302,079
健康で思いやりのある社会づくり 671,355 671,355 0 357,612 14,100 23,629 276,014
希望あふれる人づくり 344,913 330,913 14,000 470 0 32,906 311,537
活力に満ちた産業づくり 2,302,942 2,007,308 295,634 283,535 13,600 1,735,316 270,491
みんなで歩む地域づくり 1,492,937 1,485,937 7,000 12,545 0 1,971 1,478,421

合　　　計 5,943,767 5,349,186 594,581 792,364 94,350 1,803,015 3,254,038
A ラ ン ク 5,850,347 5,347,996 502,351 752,864 66,850 1,803,015 3,227,618
B ラ ン ク 93,420 1,190 92,230 39,500 27,500 0 26,420
C ラ ン ク 0 0 0 0 0 0 0

特別・企業会計 （単位：千円）

項　　　目 総合計 経常経費 投資的 
経　費

左の財源内訳
補助金 地方債 その他 一般財源

機能的で魅力ある基盤づくり 0 0 0 0 0 0 0
美しく快適な環境づくり 77,530 43,269 34,261 12,500 10,700 1,200 53,130
健康で思いやりのある社会づくり 1,577,109 1,577,109 0 402,573 1 750,343 424,192
希望あふれる人づくり 0 0 0 0 0 0 0
活力に満ちた産業づくり 0 0 0 0 0 0 0
みんなで歩む地域づくり 0 0 0 0 0 0 0

合　　　計 1,654,639 1,620,378 34,261 415,073 10,701 751,543 477,322

一般会計、特別・企業会計の合計 （単位：千円）

項　　　目 総合計 経常経費 投資的 
経　費

左の財源内訳
補助金 地方債 その他 一般財源

一般会計 5,943,767 5,349,186 594,581 792,364 94,350 1,803,015 3,254,038
特別・企業会計 1,654,639 1,620,378 34,261 415,073 10,701 751,543 477,322

合　　　計 7,598,406 6,969,564 628,842 1,207,437 105,051 2,554,558 3,731,360

一般会計投資的経費（Ａランク） （単位：千円）

項　　　目 投資的 
経　費

左の財源内訳
補助金 地方債 その他 一般財源

機能的で魅力ある基盤づくり 151,772 64,779 37,000 0 49,993
美しく快適な環境づくり 40,945 646 2,150 0 38,149
健康で思いやりのある社会づくり 0 0 0 0 0
希望あふれる人づくり 7,000 0 0 0 7,000
活力に満ちた産業づくり 295,634 252,545 0 0 43,089
みんなで歩む地域づくり 7,000 0 0 0 7,000

合　　　計 502,351 317,970 39,150 0 145,231

一般会計事業、特別会計・企業会計事業



　第８次白糠町総合計画実行計画は、施策分類よる方針、施策小分類による目的、取組内容が記載され
ているほか、実施主体、年度区分、優先度を表示しています。

実行計画書のみかた

１－５　情報ネットワークの整備

　住民生活の質的向上と町全体の活性化に向け、行政内部のＩＴ環境と町全体の情報化を進めるととも
に、テレビ難視聴地域の解消など情報ネットワークの安全・円滑な運用に努めます。

23

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
白糠テレビ中継局の維持管理
・地上波アナログ放送中継設備の維持
・地上波デジタル放送中継設備の維持

地域振興係 A

2

地上波デジタル難視聴地域の解
消
・地デジ難視聴地域の調査
・地域共同受信組合への助成

地域振興係 A

事業番号 １－５－２
小 分 類 難視聴地域の解消

施策目的 情報受信の障害をなくし、メディア等の情報を受け取るため、電波障害等の実態を
把握し、難視聴地域の解消を図ります。

施策分類

取組項目

取組内容

担当部署 経常経費

投資的経費

施策小分類
施策の目的と手
段が記載されて

施策方針が記載
されています。

優先ランク
A：取組見込みが高く実施を優先するもの
B：取組について財源等の調整がついた

場合、実施するもの
C：取組見込みが低く実施の検討を要する

事業番号の表記例

基本施策
１ 機能的で魅力ある基盤づくり

施策分類
５ 情報ネットワークの整備

施策小分類
３ 難視聴地域の解消
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１－１　道路・交通ネットワークの整備

　幹線道路網との連携や機能分担に配慮しながら、道路網の充実に向け、町道等の整備を計画的・
効率的に進めます。

事業番号 １－１－１
小 分 類 農道の整備

施策目的 安定した農業経営の確立を図るため、農道の計画的な整備を推進します。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
農道の維持管理
・維持管理　９路線

農　政　係 A

2
農道整備事業（大沢地区）
・改良・舗装Ｌ＝2,400ｍ

農　政　係 B

3
農道整備事業（熊の沢線）
・改良・舗装Ｌ＝600ｍ

農　政　係 B

事業番号 １－１－２
小 分 類 林道の整備

施策目的 木材の運搬や森林の集約的管理を図るため、林道の維持管理を推進します。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
林道の維持管理
・維持管理　９路線

林　業　係 A

事業番号 １－１－３
小 分 類 広域幹線道路の整備

施策目的 広域交流基盤の強化を図るため、北海道横断自動車道等の整備推進を積極的に要請
します。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1

北海道横断自動車道（本別～釧
路間）の整備推進
・早期完成要望
・早期建設促進期成会への加盟

企画調整係 A
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事業番号 １－１－４
小 分 類 公共交通体系の形成

施策目的 人の交流による活性化を導く機能的で魅力ある生活交通づくりに努めます。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1

公共交通ネットワークの再編
・ 地域公共交通会議、地域公共交通活性

化協議会の運営
・ 地域公共交通網形成計画及び再編実行

計画の実行、検証、改善

交通対策係 A

2

公共交通の運行、維持管理
・ 町営バス（市街地コミュニティバス、

山間部予約制バス）の運営
・ スクールバス住民利用の実施
・ 町営バス車両及びバスターミナル等施

設の維持管理
・バスターミナルの改築

交通対策係 A

3

バス利用促進
・運賃割引制度の新設
・回数券・定期券等の印刷及び発行
・回数券販売場所の拡大
・民間交通事業者との連携

交通対策係 A

4
基幹交通の維持確保
・ 鉄道及び地域間幹線系統バス路線の維

持確保
交通対策係 A

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

2

国道の整備推進
・ 274号二股～釧路市阿寒町間の早期着

工要望
・整備促進期成会への加盟
・392号の整備改良要望

企画調整係 A

3
上庶路庶路停車場線本岐跨線橋
の整備推進
・本岐跨線橋架け換えの早期着工要望

企画調整係 A
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事業番号 １－１－５
小 分 類 幹線道路の整備

施策目的 地域間の移動の利便性を高めるため、地域内幹線道路の整備を推進します。

事業番号 １－１－６
小 分 類 生活道路の整備

施策目的 住民の住環境の向上と生活の利便性を高めるため、生活道路の計画的な整備を推進
します。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
振内線改良舗装整備事業
・改良・舗装Ｌ＝2,320m

土木都市計画係 A

2
白糠３号幹線舗装整備事業
・改良・舗装Ｌ＝3,000m

土木都市計画係 A

3
栄橋通り改良舗装事業
・改良・舗装Ｌ＝593m

土木都市計画係 B

4
縫別川沿線改良舗装事業
・改良・舗装Ｌ＝3,600m

土木都市計画係 B

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
北８丁西１号通りの整備
・舗装Ｌ＝154ｍ

土木都市計画係 B

2
西庶路錦５番通りの整備
・改良・舗装Ｌ＝237m

土木都市計画係 B

3
西庶路新朝日３番通りの整備
・舗装Ｌ＝58m

土木都市計画係 A

4
西庶路千鳥９番通りの整備
・舗装Ｌ＝225m

土木都市計画係 A

5
西庶路北１丁２号通りの整備
・改良・舗装Ｌ＝120ｍ

土木都市計画係 B
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実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

6
西庶路錦４番通りの整備
・改良・舗装Ｌ＝115m

土木都市計画係 A

7
西庶路錦６番通りの整備
・改良・舗装Ｌ＝174ｍ

土木都市計画係 B

8
宮下支線９号通りの整備
・改良・舗装Ｌ＝41ｍ

土木都市計画係 B

9
宮下支線10号通りの整備
・舗装Ｌ＝134ｍ

土木都市計画係 A

10
コイトイ３号通りの整備
・改良・舗装Ｌ＝215m

土木都市計画係 B

11
宮下支線３号通りの整備
・改良・舗装Ｌ＝94ｍ

土木都市計画係 B

12
宮下支線８号通りの整備
・改良・舗装Ｌ＝44ｍ

土木都市計画係 B

13
宮下支線４号通りの整備
・改良・舗装Ｌ＝82ｍ

土木都市計画係 B

14
宮下支線５号通りの整備
・改良・舗装Ｌ＝41ｍ

土木都市計画係 B

15
宮下支線７号通りの整備
・改良・舗装Ｌ＝96ｍ

土木都市計画係 B

16
北４丁東２号通りの整備
・舗装L=80m

土木都市計画係 A

17
東１条公住３号通りの整備
・改良・舗装Ｌ＝137m

土木都市計画係 B

18
北７丁公住２号通りの整備
・改良・舗装Ｌ＝201m

土木都市計画係 B
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実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

19
西庶路北４丁中通りの整備
・改良・舗装Ｌ＝211m

土木都市計画係 B

20
西庶路東団地２号通り
・舗装Ｌ＝400ｍ

土木都市計画係 B

21
宮下支線１号通りの整備
・改良・舗装Ｌ＝70ｍ

土木都市計画係 B

22
庶路東１線通りの整備
・改良・舗装Ｌ＝520ｍ

土木都市計画係 B

23
庶路宮下横通りの整備
・改良・舗装Ｌ＝310ｍ

土木都市計画係 B

24
コイトイ４号通りの整備
・改良・舗装Ｌ＝100m

土木都市計画係 B

25
コイトイ６号通りの整備
・改良・舗装Ｌ＝107m

土木都市計画係 B

事業番号 １－１－７
小 分 類 維持管理の推進

施策目的 快適な走行性や安全に配慮した道路環境を維持するため、町道の維持管理を推進し
ます。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1

町道の維持管理
・473路線　339.8km
・路肩草刈、砂利補充
・路面整正、街路樹剪定
・舗装の補修
・道路占用の許可、使用料徴収
・北海道道路整備促進協会への加盟
・北海道用地対策連絡協議会への加盟

土木都市計画係 A

2

町道の除雪
・418路線　235.9km
・公共施設94箇所
・私道24路線　3.7km

土木都市計画係 A
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実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

3

道路台帳の管理
・町道473路線の管理
・台帳補正
・台帳デジタル化の検討

土木都市計画係 A

4
橋梁長寿命化修繕計画の策定と
進行管理
・橋梁数131橋梁

土木都市計画係 A

5
除雪機械整備事業
・除雪ダンプ購入

土木都市計画係 B
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１－２　住宅・市街地の整備

　快適で安全な住環境づくりと定住人口の増加に向け、少子高齢社会への対応、環境との共生な
ど多様な視点から住宅施策を推進するとともに、快適で秩序ある市街地形成を誘導し、健全な都
市（まち）づくりを推進します。

事業番号 １－２－１
小 分 類 町土の保全

施策目的 自然との調和や安全性の確保を図りながら、秩序ある土地開発を誘導し、限られた
土地の有効利用に努めます。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1

土地取引の規制
・  国土法に基づく土地取引の届出受理、

進達
・ 国土法に基づく遊休土地実態調査、土

地取引調査
・公拡法に基づく土地取引届出処理
・ 地価公示、地価調査に係る閲覧、照会

企画調整係 A

2

開発行為等の規制
・市街地開発行為の指導
・林地開発行為の指導
・農地等開発行為の指導
・砂利、岩石採取の指導
・特定開発行為の指導

企画調整係
農　政　係
林　業　係
土木都市計画係

A

3
町域の管理
・新たに生じた土地の確認
・字名の証明

総　務　係
土木都市計画係

A

4 地籍調査成果の維持管理
・地籍調査成果の維持管理

土木都市計画係 A

事業番号 １－２－２
小 分 類 町営住宅の整備

施策目的 少子高齢社会への対応と多様な世帯階層に対応できる住環境の形成を図るため、町
営住宅の整備を推進します。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
計画的な住宅施策の推進
・ 白糠町公営住宅等長寿命化計画の策定

及び推進

住宅管理係
建　築　係

A

2
町営住宅の大規模改修
・橋北団地　5棟66戸
・外壁及び屋根の塗装

住宅管理係 B
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事業番号 １－２－３
小 分 類 町営住宅の管理

施策目的 居住者の利便性を高め、快適性を維持するため、適正な維持管理を推進します。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1

町営住宅の維持管理
・保守点検、修繕
・使用料の賦課、徴収
・ 入退居に係る窓口相談及び選考委員会

の開催

住宅管理係 A

事業番号 １－２－４
小 分 類 都市計画の推進

施策目的 快適で秩序ある市街地形成を図るため、都市計画マスタープランに沿って健全な都
市（まち）づくりを推進します。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1

都市計画マスタープランの進行
管理
・マスタープランの推進
・中間見直し

土木都市計画係 A

2
都市計画審議会の開催
・審議会委員　10名
・都市計画決定等の審議

土木都市計画係 A

3
都市計画用途地域の見直し
・用途地域の見直し　899.5ha

土木都市計画係 A

4

都市景観の保全
・景観緑三法に基づく施策の検討
・ 景観法に基づく北海道景観計画に係る

届出行為の審査事務
・屋外広告物の許可に関する事務

土木都市計画係 A

5

街路の整備
・街路現況調査の実施
・ 白糠駅前広場、西庶路交通広場の維持

管理
・ 街路、駅前広場の都市計画の見直し及

び整備の検討

土木都市計画係 A
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１－３　交通安全・防犯体制の充実

　住民が安心して暮らせるよう、地域ぐるみで防犯や交通安全の活動を推進するとともに、警察
など関係機関と連携し、啓発など地域の安全活動の促進に努めます。

事業番号 １－３－１
小 分 類 防犯体制の整備

施策目的 住民の安全・安心な暮らしを確保するため、地域ぐるみの安全活動の推進に努めま
す。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
釧路防犯協会への加入
・警察署との連携
・連合町内会との連携

地域振興係 A

2
国道38号街路灯の維持管理
・灯具の点灯確認、修繕等

地域振興係 A

3
空家の対策
・ 適切な管理の行われていない空家の所

有者への助言、指導
地域振興係 A

事業番号 １－３－２
小 分 類 交通安全対策の推進

施策目的 交通事故ゼロのまちを目指すため、交通安全意識の高揚に努めるとともに、安全に
配慮した交通安全施策を推進します。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1

交通安全意識の高揚
・交通安全町民大会の開催
・交通安全旗の波作戦の実施
・交通安全教室の開催

交通対策係 A

2

交通安全対策の推進
・交通安全指導員の配置
・交通安全広報車の設置
・交通安全運動推進協議会への助成
・交通安全母の会への助成
・交通安全協会への助成
・ 釧路地区交通安全指導員連絡協議会へ

の加盟

交通対策係 A
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１－４　消防・救急・防災体制の充実

　災害に強いまちづくりを進めるため、地域防災計画などの指針を充実させながら、総合的な防
災対策の確立を図ります。

事業番号 １－４－１
小 分 類 消防体制の整備

施策目的 住民の生命を守り、住民が安心して生活を送るために、迅速で高度な救助・救急活
動の充実を図ります。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
消防事務の委託
・釧路市への消防事務の委託
・常備消防事務負担金の支出

消防調整係 A

2

消防車両等施設の整備
・白糠水槽車　１台
・白糠２号車　１台
・高規格救急自動車　１台

消防調整係 B

3

特殊消防設備の整備
・消防用ホース　40本
・小型動力ポンプ　２台
・空気呼吸器用空気ボンベ　11本

消防調整係 A

4

消防庁舎等の建設
・ 白糠消防庁舎の建設（第１分団詰所含

む）
・旧消防庁舎等の解体
・第２、第３分団詰所改築の検討

消防調整係 A

5

消防団活動の支援
・団員の育成
・演習、訓練
・予防査察
・公務災害補償
・北海道消防協会への加盟

消防調整係 A
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事業番号 １－４－２
小 分 類 防災体制の整備

施策目的 災害による被害を最小限にとどめるため、防災体制の整備、防災意識の高揚、防災
活動の推進に努めます。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1

災害対応体制の整備
・防災会議の開催　委員20名
・災害対策本部の設置
・全国町村会災害対策費用保険の加入
・ 雌阿寒岳火山防災会議協議会への加盟
・ 北海道消防防災ヘリコプター運行連絡

協議会への加盟
・ 北海道治水砂防海岸事業促進同盟への

加盟

地域防災係
消防調整係
土木都市計画係

A

2

各種計画の推進
・ 地域防災計画に基づく防災対策の推進

及び実情に応じた計画の見直し、修正
・ 国民保護計画の推進及び武力攻撃事態

等の緊急対処保護措置の実施

地域防災係 A

3

防災施設の管理
・ 指定緊急避難所　66箇所(内指定避難

所29箇所、津波指定避難場所15箇所
及び避難路の管理)

・災害用排水ポンプ(8箇所)

地域防災係 A

4

防災行政無線の維持管理・拡充
・ 移動系防災行政無線　24台(IP無線

機)
・ 同報系防災行政無線（基地、中継、簡

易中継、監視カメラ）
・同報系防災行政無線の拡充
・戸別受信機の導入に向けての調査研究

地域防災係 A

5

防災教育の推進
・防災訓練の実施
・ 通信訓練、避難誘導訓練、避難場所の

確認
・各種機関対象の防災講座開催、支援

地域防災係 A

6

災害弱者対応危機管理システム
の運用
・ 65歳以上の単身世帯等の安否確認、

緊急、救急等の情報確認

地域防災係 A

7

各種ハザードマップの見直し
・津波避難ハザードマップ
・洪水ハザードマップ
・土砂災害ハザードマップ

地域防災係 A
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実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

8

防災資材の備蓄
・災害用備蓄食料
・災害用備蓄飲料水等
・応急用具ほか

地域防災係 A

9

林野火災の予防
・ 予防思想の普及
・ 森林愛護組合の指導育成
・白糠町緑化推進委員会への助成、支援
・関係機関との連携

林　業　係 A

10
自衛隊との連携
・災害時の派遣要請
・自衛官募集事務の実施

地域防災係 A

11
白糠町耐震改修促進計画の推進
・建築物耐震改修の推進

建　築　係 A

12

全国瞬時警報システムの整備と
維持管理
・全国瞬時警報受信機
・緊急伝達システム自動起動機

地域防災係 A

13

避難道路の整備要請活動
・ 国道38号（道の駅「しらぬか恋問」）

から町道空港短絡線への避難道路の整
備要請活動の実施

企画調整係
地域防災係

A

事業番号 １－４－３
小 分 類 海岸保全の推進

施策目的 津波に対する減災や高波、波浪、侵食などによる海岸災害を防ぎ、住民の生命と財
産を守るため、海岸保全事業を推進します。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1

海岸保全対策
・無堤区間の整備早期着工要望
・西庶路海岸の整備
・農地海岸の保全

企画調整係
農　政　係

A
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事業番号 １－４－４
小 分 類 河川の整備

施策目的 河川環境の保全に努め、大雨等による河川氾濫を防ぎ、住民の生命と財産を守るた
め、河川環境の整備を推進します。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
茶路川の整備推進
・Ｌ＝3,800m
・築提工、掘削工、護岸工

企画調整係 A

2
庶路川の整備推進
・Ｌ＝4,000m
・築提工、掘削工、護岸工

企画調整係 A

3

樋門樋管の管理
・和天別川　14箇所
・茶路川　12箇所
・庶路川　20箇所
・コイトイ川、古川　４箇所

土木都市計画係 A

4

普通河川の管理
・普通河川　242河川　L＝704.1km
・準用河川　　 5河川　L＝ 10.4km
・河川占用の許可
・ 北海道河川環境整備促進協議会への加

盟

土木都市計画係 A
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１－５　情報ネットワークの整備

　住民生活の質的向上と町全体の活性化に向け、行政内部のＩＴ環境と町全体の情報化を進める
とともに、テレビ難視聴地域の解消など情報ネットワークの安全・円滑な運用に努めます。

事業番号 １－５－１
小 分 類 情報化の推進

施策目的 豊かな住民生活の実現や地域社会の活力ある発展を図るため、行政内部のＩＴ環境
の整備や地域情報化の充実を推進します。

事業番号 １－５－２
小 分 類 難視聴地域の解消

施策目的 情報受信の障害をなくし、メディア等の情報を受け取るため、電波障害等の実態を
把握し、難視聴地域の解消を図ります。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1

総合行政情報システムの運用
・住民記録システム
・住民税等賦課・徴収システム
・国民年金システム
・社会福祉・児童福祉システム
・ 情報セキュリティ対策、職員教育、研

修の実施
・ 地方公共団体情報システム機構への加

盟
・ 北海道電子自治体共同運営協議会への

加盟

情報統計係 A

2

地域情報化の充実
・ 電子申請や電子申告、子育てワンス

トップサービス、マイキープラット
フォームなどITを活用した情報化の検
討

情報統計係 A

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
白糠テレビ中継局の維持管理
・ 地上波デジタル放送中継設備の維持管

理
地域振興係 A

2
難視共同受信組合への支援
・ 難視共同受信組合の運営、設備管理等

の支援
地域振興係 A



環境保全分野
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２－１　上下水道の整備

　老朽した水道施設を計画的に整備・更新し、安全で安定した水の供給に努めます。また、美し
く快適な居住環境を確保するため、下水道の整備と既存施設の計画的な改築更新を推進し、下水
道及び合併処理浄化槽設置の普及に努めます。

事業番号 ２－１－１
小 分 類 下水道整備の推進

施策目的
美しく快適な居住環境を構築するため、下水道の整備と既存施設の改築更新を推進
するとともに、水環境、水循環にかかわる啓発活動等を通じて、下水道及び合併処
理浄化槽設置の普及に努めます。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
下水道使用料等の適正管理
・使用料等の賦課及び徴収

下水道業務係 A

2
水洗化等の普及促進
・水洗化等改造工事資金融資あっせん
・水洗化等改造工事への助成

下水道業務係 A

3

下水道管理センターの維持管理
・施設の保守点検及び運転操作監視
・水質検査
・汚泥処理

下水道業務係 A

4

下水道の整備
・汚水管渠整備
・終末処理場整備
・公共下水道事業認可変更

下水道事業係 A

5

下水道施設（管路）の維持管理
・管路清掃
・管路台帳図の整理
・マンホールポンプ所等の維持管理

下水道事業係 A

6

合併処理浄化槽設置整備の推進
・合併処理浄化槽設置整備費への助成
・合併処理浄化槽維持管理費への助成
・水洗化等工事資金への助成
・水洗化工事資金融資あっせん

生活環境係 A

7
下水道施設の長寿命化
・ストックマネジメント基本計画の策定
・機械電気設備等の改築更新

下水道事業係 A
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事業番号 ２－１－２
小 分 類 簡易水道施設の整備

施策目的 安全で安定した水を供給するため、簡易水道施設等の整備及び既存施設の維持管理
に努めます。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
簡易水道使用料等の適正管理
・メーター検針の実施
・使用料等の賦課及び徴収

簡易水道課
業　務　係

A

2

水道施設の管理
（茶路、二股、中庶路日の出）
・メーター器の取替
・浄水施設の維持管理
・水質検査

簡易水道課
工務給水係
浄　水　係

A

3

水道施設の整備
・整備計画策定、設計、監督
・取水施設の検討
・着水混和池設備他整備
・ろ過池設備他整備
・老朽機器更新の検討

簡易水道課
浄　水　係

B

4

地区水道施設の整備・管理
（上茶路、庶路中央）
・施設工事計画、設計、監督
・調整、協議、整備計画の策定
・施設管理に関する技術指導
・水源管理（上茶路）

簡易水道課
工務給水係

A

事業番号 ２－１－３
小 分 類 上水道施設の整備

施策目的 安全で安定した水を供給するため、老朽した水道施設の整備・更新を推進するとと
もに、健全な事業運営に努めます。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
水道料金の適正管理
・メーター検針の実施
・水道料金の賦課及び徴収

水道課業務係 A

2
白糠浄水場の維持管理
・水質管理等

水道課浄水係 A

3
白糠浄水場の整備
・ ろ過池、浄水池、消毒設備、ポンプ設

備整備
水道課浄水係 A
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実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

4
配水施設の維持管理
・漏水対策等

水　道　課
工務給水係

A

5
配水施設の整備
・配水管新設、改良

水　道　課
工務給水係

A

6
メーター器の整備
・メーター器の取替

水　道　課
工務給水係

A
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２－２　環境衛生の充実

　衛生的で快適な環境づくりを目指し、ごみの適正処理に努めるとともに、不法投棄等から環境を
保全するため、「自然の番人宣言」の推進に努めます。また、し尿の共同処理体制の維持に努めます。

事業番号 ２－２－１
小 分 類 ごみ処理体制の充実

施策目的 生活環境の保全を図るため、ゴミ分別の徹底、減量化に努め、更には「自然の番人
宣言」を推進し、不法投棄の根絶に努めます。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
ごみ処理基本計画の策定
・ごみ処理基本計画の策定及び進行管理

生活環境係 A

2
ごみ処理手数料の適正管理
・ごみ袋の作成、売捌き
・手数料の徴収

生活環境係 A

3
一般廃棄物の処理
・一般廃棄物の収集運搬
・釧路広域連合への加盟

生活環境係 A

4
一般廃棄物処理施設の維持管理
・ クリーンセンター、最終処分場の維持

管理
生活環境係 A

5

ペットボトルとその他廃プラ圧
縮リサイクルの処理
・圧縮、梱包処理
・指定ルートへの引渡し

生活環境係 A

6
特殊廃棄物等の処理
・水銀含有物処理
・廃家電処理

生活環境係 A

7
不法投棄対策の推進
・「自然の番人宣言」の推進
・国道沿線一斉清掃
・清掃員によるパトロール

生活環境係 A

8
クリーンセンターの大規模改修
・破砕機部品取替
・破砕機回転体整備
・破砕機主軸廻り整備

生活環境係 B

9
一般廃棄物最終処分場の広域化
・ 釧路市一般廃棄物最終処分場の広域化

による共同処理への参画
生活環境係 A
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実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

10 廃棄物減量等推進審議会の運営
・廃棄物減量等推進審議会の運営

生活環境係 A

11

一般廃棄物処理業及び浄化槽清
掃業の充実
・ 一般廃棄物処理業、浄化槽清掃業等許

可事務

生活環境係 A

事業番号 ２－２－３
小 分 類 し尿処理体制の維持

施策目的 快適な生活環境を維持するため、適正で効率的なし尿処理体制の確保に努めます。

事業番号 ２－２－２
小 分 類 生活環境の充実

施策目的 美しく快適な環境づくりを推進するため、生活排水処理を始めとする公衆衛生の充
実に努めます。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1 生活排水処理基本計画の策定
・生活排水処理基本計画の推進

生活環境係 A

2 生活排水終末処理場の維持管理
・生活排水終末処理場の維持管理

生活環境係 A

3
環境衛生の充実
・地域環境整備への助成
・白糠町環境衛生会への助成

生活環境係 A

4
狂犬病予防対策
・畜犬登録
・予防注射の実施

生活環境係 A

5
野犬掃討、畜犬取締り
・野犬掃討
・畜犬取締り

生活環境係 A

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
白糠町証紙の取扱い
・証紙の売払い
・売捌き人の指定及び手数料の支払

生活環境係 A

2
し尿処理事業の推進
・し尿等収集運搬事業
・し尿処理負担金の支出

生活環境係 A
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２－３　墓地・火葬場の整備

　墓地については、貸付している区画の実態調査を行い、適切な管理や整備に努めます。また、
火葬場については、老朽化に伴う機器の更新等を視野に入れながら、維持管理に努めます。

事業番号 ２－３－１
小 分 類 火葬場の管理

施策目的 安全で利便性の高い施設運営を維持するため、老朽化した施設を改修するとともに、
適切な管理運営に努めます。

事業番号 ２－３－２
小 分 類 墓地の管理

施策目的 美しく清潔な墓地環境を保全するため、計画的な墓地の整備と適切な維持管理に努
めます。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
火葬場の管理運営
・火葬業務の遂行
・施設の維持管理

生活環境係 A

2
白糠斎場の大規模改修
・白糠斎場大規模改修事業

生活環境係 A

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
墓地の管理
・使用許可
・墓地の草刈りなど

生活環境係 A

2
合葬墓所の造成
・合葬墓所造成等整備事業の検討

生活環境係 B
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２－４　公園・緑地の整備

　子どもの遊び場、レクリエーションの場、自然とのふれあい・体験、災害時の避難場所などに
利用されている公園については、老朽化した施設の改修等に努めるとともに、適切な管理を推進
します。

事業番号 ２－４－１
小 分 類 公園・緑地の整備

施策目的 安全で安心して利用できる施設環境を維持するため、老朽化した施設の改修を進め
るとともに、適切な管理運営に努めます。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
道立広域公園誘致活動
・道立公園誘致活動の実施

企画調整係 A

2

公園の維持管理
・公園の維持管理
・遊具点検
・消防設備点検
・日本さくらの会への加盟

土木都市計画係 A

3
公園の整備
・遊具等の改築、更新　23公園
・公園トイレの水洗化
・遊具等の補修、改修

土木都市計画係 A

4
公園施設長寿命化計画の進行管
理
・危険度調査、健全度の把握など

土木都市計画係 A
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２－５　環境保全・公害防止の推進

　住民との協働により環境保全の充実を図るとともに、監視体制を確保することにより公害の未
然防止を図り、美しく、安全で快適なまちづくりを推進し、次世代に引き継ぐよう努めます。

事業番号 ２－５－１
小 分 類 自然環境の保全

施策目的 緑豊かな白糠の自然環境を守るため、住民との協働により環境保全の推進に努めま
す。

事業番号 ２－５－２
小 分 類 公害の防止

施策目的 美しく安全で快適なまちづくりを推進するため、監視体制を確保し、公害の未然防
止に努めます。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1

有害鳥獣対策
・ 有害鳥獣、害虫、エキノコックス媒介

動物の駆除
・エゾシカ残滓の回収
・エゾシカ有害捕獲
・ヒグマ有害駆除
・鳥獣捕獲許可・申請事務
・ハンター担い手対策
・関係機関との連携

生活環境係
林　業　係

A

2
鳥獣保護及び飼養許可
・傷病鳥獣の保護
・鳥獣飼養許可・登録

林　業　係 A

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
公共河川等水質汚染の防止
・茶路川ほか７河川等の水質検査の実施

生活環境係 A

2
公害対策の推進
・公害対策分析検査の実施
・公害専門委員会の運営

生活環境係 A
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２－６　地球温暖化防止対策の推進

　国が掲げる2030年度における温室効果ガスの排出量を2013年度比で26％削減する目標達成に向
け、国・道、関係機関と連携を図りながら、その推進に努めます。

事業番号 ２－６－１
小 分 類 地球温暖化防止対策の推進

施策目的 「地球温暖化防止実行計画」に基づき、低炭素社会の実現に向けた取組を推進します。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
地球温暖化防止実行計画の推進
・地球温暖化防止実行計画の推進

生活環境係 A

2
国民運動「COOL CHOICE」の
推進
・普及啓発の推進

企画調整係
生活環境係

A

3

カーボンマネジメント強化事業
の推進
・公共施設のLED化の推進
・公共施設の暖房設備の高効率化の推進

企画調整係 A

4

地域連携・低炭素水素技術実証
事業への協力支援
・ 小水力由来の再エネ水素の導入拡大と

北海道の地域特性に適した水素活用モ
デルの構築実証に対する支援

企画調整係 A





保健・医療・福祉分野

第 3 章

健康で思いやりのある社会づくり
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事業番号 ３－１－１
小 分 類 すこやか白糠21の推進

施策目的 住民の健康づくりを推進するため、健康寿命の延伸を図るとともに、生活習慣病の
予防に努めます。

事業番号 ３－１－２
小 分 類 保健サービスの充実

施策目的 健康で安心して生活できる環境を構築するため、母子保健事業及び疾病の予防、早
期発見・早期治療の充実に努めます。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1

健康教育・健康相談の推進
・ 健康づくり教室の開催（ふまねっと運

動ほか）
・団体等への健康づくり啓発事業
・生活習慣改善教室
・男性栄養教室
・健康相談
・こころの相談事業
・ 社会復帰相談指導事業（しらぬかサー

クル）

健康管理係
健康相談係

A

2
健康づくり計画「すこやか白糠
21」の推進
・計画の推進、進行管理

健康相談係 A

3
各健診事後の保健指導
・特定保健指導
・特定健康診査、がん検診等の保健指導

健康相談係 A

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
疾病の予防
・がん検診
・骨そしょう症検診
・特定健康診査

健康管理係
健康相談係

A

2
感染症の予防
・各種予防接種の助成
・エキノコックス症検診

健康管理係 A

３－１　保健・医療体制の充実

　住民が力をあわせて助けあい、支えあい、健康でともに生きる地域づくりを目指して、住民の
健康づくりを推進するとともに、生涯各期にわたる保健事業の充実及び地域医療体制の拡充に努
めます。
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実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

3

母子の支援
・妊婦健康診査
・妊婦等の保健指導
・ママ・こっこ広場の開催
・妊産婦等の家庭訪問
・母子健康相談、乳児健康診査
・１歳６ヶ月、３歳児健康診査
・フッ素塗布の実施
・２歳児健康相談
・乳幼児歯科保健指導
・ 乳児ふれあい体験学習他、思春期講

座、性の学習
・母子健康教育

健康管理係
健康相談係

A

4
保健施設の維持管理
・保健センターの維持管理

健康管理係 A

5

健康づくりの基盤整備
・ 健康推進組識（自主グループ）への支

援
・保健推進委員会への支援
・「白糠町の保健活動」（冊子）の作成
・ 北海道市町村保健活動連絡協議会への

加盟

健康相談係 A

6
フッ化物洗口の実施
・幼稚園、保育園に薬液を配布

健康相談係 A

7
妊産婦安心出産支援事業
・妊婦健診時の交通費助成

健康管理係 A

8
ピロリ菌検査（中学生）の実施
・尿中抗体検査
・ピロリ菌除菌治療費助成

健康管理係 A

事業番号 ３－１－３
小 分 類 地域医療体制の充実

施策目的 高齢社会の到来に伴う医療ニーズの増大、高度化に対応するため、民間医療機関と
の連携や広域的連携を強化し、地域医療体制の充実に努めます。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
救急医療の充実
・釧根広域救急医療の確保
・釧路管内小児救急医療の確保

健康管理係 A

2 地域医療の充実
・白糠町三師会への助成

健康管理係 A
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３－２　地域福祉の充実

　社会福祉協議会や民生委員児童委員、町内会、ボランティア団体などとの地域における支援や
協力の連携・相談体制の強化を図りながら、相互扶助的な地域社会の充実に努めます。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1

地域福祉団体への支援
・ 白糠町民生委員児童委員協議会への助

成
・ 白糠町女性ボランティアクラブへの助

成
・町民バスの運行

社会福祉係 A

2
低所得者・生活保護対策
・相談体制の充実
・生活保護扶助費支給事務など

社会福祉係 A

3
福祉灯油等購入費の助成
・低所得者世帯への灯油等購入費助成

社会福祉係 A

4
災害弱者等への支援
・災害弔慰金等及び災害見舞金支給事業
・ 災害救護、講習等普及、赤十字援護事

業

社会福祉係 A

5
アイヌ福祉の向上
・白糠アイヌ協会への助成
・ 北海道アイヌ振興対策事業推進協議会

への加盟

社会福祉係 A

6
チセの管理運営
・チセの維持管理
・アイヌ関連事業への支援

社会福祉係 A

7
生活館の管理運営
・白糠生活館の維持管理

社会福祉係 A

8
遺族への支援
・白糠町遺族会への助成
・戦没者等遺族への援護

社会福祉係 A

9
殉公者追悼事業の実施
・白糠町殉公者追悼式事業

社会福祉係 A

事業番号 ３－２－１
小 分 類 地域福祉の充実

施策目的 住民が住み慣れた地域で助けあい、支えあいながら暮らせる地域社会を構築するた
め、町内会、ボランティア団体と連携を図りながら、地域福祉の充実に努めます。
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実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

10
行旅人援護
・行旅病人及び行旅死亡人援護事業
・無銭放浪者援護事業

社会福祉係 A
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３－３　高齢者福祉の充実

　介護予防及び健康・生きがいづくりのための保健福祉サービスの充実を推進するとともに、要
支援者・要介護者に対し、民間事業者等と連携しながら、介護サービスの充実に努めます。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1

一般サービスの推進
・軽度生活援助事業
・生きがい活動通所事業
・声かけ訪問事業
・介護支援ごみ袋支援
・配食サービス事業
・通所型サービスＣ事業
・除雪サービス事業

介護支援係
介護保険係
社会福祉係

A

2
緊急通報システムの維持管理
・緊急通報装置の設置及び管理

社会福祉係 A

3
高齢者の社会参加の促進
・交通費の助成
・健康入浴事業
・講演会等の開催

社会福祉係 A

4
高齢者活動の推進
・老人クラブ連合会への助成
・単位老人クラブへの助成

社会福祉係 A

5

養護老人の支援措置
・養護老人ホーム入所判定
・負担金徴収
・措置費支出事務
・訪問調査

社会福祉係 A

6
外国人高齢者・障がい者への支援
・給付金の支給事務

社会福祉係 A

7
居宅介護支援事業の推進
・在宅ケア事業団への加盟

介護支援係 A

8
総合相談支援の充実
・初期段階での相談対応
・継続的な相談支援

介護支援係 A

事業番号 ３－３－１
小 分 類 高齢者福祉の充実

施策目的 高齢者の要支援・要介護状態への進行を防止するため、健康・生きがいづくりサー
ビスの推進に努めるほか、介護予防・生活支援事業の充実を図ります。
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実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

9
権利擁護の充実
・成年後見制度の活用促進
・後見実施機関の設置
・高齢者虐待への対応

介護支援係 A

10

認知症施策の整備
・ 認知症地域推進員の配置による相談窓

口の設置
・認知症初期集中支援チームを設置
・位置情報発信装置等の維持管理

介護支援係 A

11
生活支援サービスの体制整備
・協議体の設置
・生活支援コーディネーターの配置

介護支援係 A

12

一般介護予防事業の推進
・介護予防把握事業
・介護予防普及啓発事業
・地域介護予防活動支援事業
・地域リハビリテーション活動支援事業

介護支援係 A

事業番号 ３－３－３
小 分 類 介護保険事業の推進

施策目的 介護が必要な状態となっても、安心して生活ができるよう介護保険事業の推進に努
めます。

事業番号 ３－３－２
小 分 類 高齢者福祉施設の整備

施策目的 高齢者の日常生活における健康づくり・生きがいづくりを推進するため、活動拠点
となる集会施設の維持管理及び整備に努めます。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
寿の家の維持管理（茶路、庶路、西
庶路）
・寿の家の維持管理

社会福祉係 A

2 西庶路寿の家の改築
・西庶路寿の家の改築検討

社会福祉係 B

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1 介護保険事業計画の策定
・介護保険事業計画の策定及び進行管理

介護保険係 A
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実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

2

介護保険事業の推進
・要介護等の認定
・要介護認定審査会の運営
・介護保険被保険者の資格管理
・介護サービスの充実
・介護給付の管理
・介護保険料の賦課、通知、収納管理
・低所得者への保険料軽減事業

介護保険係 A

3

要支援者・要介護者に対する支援
の充実
・ 予防給付、介護予防事業のケアマネジ

メント業務
・ 包括的、継続的ケアマネジメント支援

事業
・ 包括的支援事業及び介護予防支援業務

に係るデータ管理

介護支援係 A
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３－４　障がい者福祉の充実

　障がいのある方が安心して日常生活や社会生活を営むことができるよう、必要な障がい福祉
サービス、地域生活支援事業等のサービス提供体制の充実を図ります。

事業番号 ３－４－１
小 分 類 障がい者福祉の充実

施策目的 障がいのある方が家庭や地域で安心した生活を営むことができるまちづくりを構築
するため、「障がい福祉計画」に基づき、サービス提供体制の充実に努めます。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1

地域生活支援事業の推進
・ 相談、成年後見制度利用、移動、日中

一時、専門員巡回等の支援
・日常生活用具等の給付
・障がい者虐待への対応
・地域活動支援センターの運営

社会福祉係
児童福祉係

A

2
介護給付事業の推進
・ 障がい者等への居宅介護、生活介護、

短期入所、施設入所、通所等の支援

社会福祉係
児童福祉係

A

3
訓練等給付事業の推進
・就労移行支援
・就労継続支援
・共同生活援助

社会福祉係 A

4
補装具費の給付
・義肢、装具、車いす、補聴器等の給付

社会福祉係 A

5

医療費の支援
・精神障がい者への医療費助成
・重度心身障がい者への医療費助成
・自立支援医療費（育成医療・更生医
　療）の給付

社会福祉係 A

6
交通費の支援
・心身障がい児等施設訪問援護
・重度心身障がい者等への交通費の助成

社会福祉係 A

7
難病対策の推進
・特定疾患患者及び保護者の援護
・北海道難病連釧路支部への助成

社会福祉係 A

8
障がい者団体への支援
・身体障害者福祉協会白糠分会への助成
・白糠町手をつなぐ育成会への助成

社会福祉係 A
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実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

9
障がい者支援団体との連携
・ 釧路地区身体障害者福祉協会への加盟
・釧路精神保健協会への加盟

社会福祉係
健康管理係

A

10
地域生活支援拠点の整備
・白糠町自立支援協議会の運営
・相談支援等の充実

社会福祉係 A
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３－５　子育て支援の充実

　若い世代が安心して子どもを産み、ゆとりを持って健やかに育てていくことができる環境づく
りを総合的に推進し、子ども・子育てにやさしいまちづくりを進めます。

事業番号 ３－５－１
小 分 類 子育て環境の整備

施策目的 次代の本町を担う子どもたちが健やかに産まれ育つ環境づくりを構築するため、保
育サービスや子育て支援サービスの充実に努めます。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
ひとり親家庭等への医療費助成
・ひとり親家庭等への医療費助成

児童福祉係 A

2
子どもの医療費無料化
・18歳までの子ども医療費無料化

児童福祉係 A

3
子どもの発達支援
・子ども発達支援センター等への支援

児童福祉係 A

4
子ども・子育て支援事業の推進
・白糠町子ども・子育て会議の運営

児童福祉係 A

5

子どものための教育・保育給付事業
・ 施設型給付（認定こども園・幼稚園・

保育所）
・地域型保育給付（へき地保育所）
・児童手当の支給
・保育料の収納管理

児童福祉係 A

6
教育・保育施設民営化の推進
・教育・保育施設民営化の推進

児童福祉係 A

７

地域子ども・子育て支援事業
・ ふれあい児童館指定管理及びやまびこ

児童館事業委託（わくわく子育てサ
ポート事業）

・ 子育て支援センター事業委託（ファミ
リーサポート事業）

児童福祉係 A
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実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

８
ふれあい児童館の改修
・屋根葺替、外壁塗装、内部改修等

児童福祉係 A

９

少子化対策に係るゴミ袋等支給
事業
・ ２歳未満の保護者へのゴミ袋減免シー

ルの支給

健康相談係 A

10
不妊治療費助成事業
・相談窓口の設置
・不妊治療費の助成

健康相談係 A

11

出産・子育て応援事業の推進
・保育料の無料化
・出産祝い金支給事業
・新入学児童・生徒入学支援金の支給
・学校給食費の無料化

児童福祉係
健康相談係
学校教育係
給食センター

A

12

子育て世代への包括的な支援の
推進
・ 母子保健サービスと子育て支援サービ

スの一体的な提供（ワンストップ拠
点）

・児童虐待の防止

健康相談係
児童福祉係
社会福祉係

A
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３－６　社会保障の充実

　国民健康保険事業の健全運営を推進するほか、国民年金制度に関する住民の理解を深めるよう
努めます。

事業番号 ３－６－１
小 分 類 社会保障の充実

施策目的 安定した社会保障の確立を図るため、国民健康保険事業の健全経営に努めるほか、
国民年金制度に関する啓発活動・相談の充実に努めます。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
後期高齢者医療の充実
・被保険者に対する医療給付

保険年金係 A

2
国民年金事業の推進
・裁定請求書等の受理進達
・相談業務
・免除申請等の受付事務

保険年金係 A

7
国民健康保険事業の推進
・保険税率の決定
・保険の給付
・国保運営協議会の運営

保険年金係 A

8
医療費の適正化対策
・レセプト点検
・訪問指導

保険年金係 A
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事業番号 ４－１－１
小 分 類 生涯学習の推進

施策目的 各種教育機関・団体や個人の連携を図るとともに、実践活動の展開を通して、生涯
学習活動を推進します。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
各種教育機関との連携
・ 釧路管内町村教育委員会連絡協議会へ

加盟
教委総務係 A

2
文化奨励賞の行賞
・盾及び賞状の授与

教委総務係 A

3

生涯学習に関する資料収集及び
情報提供
・くらしの便利ガイド作成
・ 学びの支援ボランティア登録の整備・

充実
・出前講座の充実
・各種生涯学習に関する資料収集
・ 広報誌、町ホームページの活用等によ

る情報提供

社会教育係 A

4

まちぐるみ運動の推進
・白糠町民憲章の実践
・三愛運動の奨励･実践
・自然の番人宣言の実践
・ ふるさとエコ＆クリーンしらぬかの実

践

社会教育係
全　　　課

A

４－１　生涯学習社会の充実

　すべての住民が充実した人生を送ることができるよう、人生の各時期に応じて、いつでも、ど
こでも学べる環境の整備と推進体制を構築し、地域づくり・人づくりにつながる実践活動を進め
ます。
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４－２　幼児・学校教育の充実

　次代の本町を担う子どもを育成していくため、ふるさと教育を基軸とし、幼・小・中・高一貫
した特色ある教育をめざす学校づくりに努め、安心と信頼のある幼児教育・学校教育を進めます。

事業番号 ４－２－１
小 分 類 幼児教育の振興

施策目的 基本的生活習慣など人間形成の基礎となる幼児教育の振興を図るため、幼保連携型認
定こども園の運営に対する支援と保護者負担の軽減により、教育環境の充実を図ります。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
幼保連携型認定こども園の支援
・教育課程に関する陳述、意見、助言等

学校教育係 A

2
就園の奨励
・ 私立幼稚園就園に対する保護者への助成

学校教育係 A

事業番号 ４－２－２
小 分 類 教育環境の充実

施策目的 町内学校、幼稚園、高校、養護学校などの「恵まれた教育環境」をいかし、連携を
深めながら教育環境の充実を図ります。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1

小中一貫教育の推進
・９年間を見通したカリキュラムの実践
・ 児童生徒の実態把握及び成果と課題の

検証による教育課程の改善
・ 幼小並びに小中一貫教育推進プログラ

ムの推進

学校教育係 A

2
教育コラボレーション推進プロ
グラムの推進
・北海道教育大学との連携

学校教育係 A

3

就学環境の整備
・就学指定校の変更
・区域外就学の許可
・小規模特認校制度の検討

学校教育係 A

4

北海道白糠高等学校の教育活動
への支援
・ 北海道白糠高等学校教育振興協議会へ

の助成
・タブレットＰＣ等の整備

教委総務係 A
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実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

5

北海道白糠高等学校の魅力化に
係る支援
・特徴的なカリキュラム設計・実施
・公営塾の設置と運営
・北海道教育大学との協働
・ 慶應SFCサテライトキャンパスの設置

教委総務係 A

事業番号 ４－２－４
小 分 類 特別支援教育の充実

施策目的 一人ひとりの能力・個性に応じた、多様な教育を受けられるようにするため、教育
体制と学習援助や相談体制を充実します。

事業番号 ４－２－３
小 分 類 学校運営の充実

施策目的 保護者や地域住民の信頼に応え、児童生徒にとって望ましい開かれた学校づくりを
目指すため、地域と連携し、学校運営を推進します。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
学校評議員制度の推進
・ 地域との連携、開かれた学校づくりの

構築
学校教育係 A

2
学校運営協議会制度の推進
・ コミュニティ・スクールの指定、運営

の充実
・コミュニティ・スクールの導入促進

学校教育係 A

3

学校経営の推進
・学校経営計画書の作成
・教育課程の編成
・学校訪問
・経営訪問

学校教育係 A

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
就学の指導
・教育相談の実施
・就学協議の実施
・釧路管内教育支援委員会への加盟

学校教育係 A

2

特別支援教育の就学奨励
・ 特別支援学級に在籍する児童生徒の就

学に係る指導、助言
・特別支援教育就学奨励費の支給
・ 北海道特別支援教育振興協議会への加

盟
・ 北海道特別支援学級教育研究連盟への

加盟
・釧路特別支援教育研究会への加盟

学校教育係 A
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実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

3
学校生活サポート・相談体制の
充実
・こども支援員の配置

学校教育係 A

事業番号 ４－２－６
小 分 類 教育内容の充実

施策目的 児童生徒の基礎的な学力の向上と体力の増進、ふるさと教育の充実などを図るため、
各学校の教育目標に沿って教育内容を充実します。

事業番号 ４－２－５
小 分 類 国際理解教育の推進

施策目的 児童生徒の国際感覚と外国語能力を育成するため、国際理解教育を推進します。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
外国語指導助手の配置
・英語指導助手の学校等への派遣
・中国語指導助手の学校等への派遣

学校教育係 A

2

外国語によるコミュニケーショ
ン能力の育成
・外国語習得プログラムの推進
・ 白糠町語学力・基礎学力のびのび推進

協議会への助成
・台湾の児童生徒との交流

学校教育係 A

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
校長会の充実
・調査研究に対する支援

教委総務係 A

2
教頭会の充実
・調査研究に対する支援

教委総務係 A

3
奨学資金貸付制度の推進
・白糠町奨学基金からの貸付制度の維持

教委総務係 A

4

生徒指導の充実
・生徒指導の実施
・白糠町生徒指導研究協議会への助成
・釧路地方生徒指導連絡協議会への加盟

学校教育係 A



第
４
章

教
育
・
文
化
分
野

73

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

5
中学校体育の充実
・白糠町中学校体育連盟への助成
・釧路地区中学校体育連盟への加盟

学校教育係 A

6
就学の支援
・ 経済的な理由による就学困難な児童生

徒の家庭への助成
学校教育係 A

7
新入学児童に対する助成
・ 新入学児童へ入学記念品を贈呈し、保

護者の経済的負担を軽減
学校教育係 A

8
進路指導の充実
・進路指導の実施
・白糠町進路指導連絡協議会への助成

学校教育係 A

9

学力向上の推進
・基礎学力定着プログラムの推進
・指導方法の工夫改善
・土曜授業の実施
・標準学力調査の実施
・健康保持・体力育成プログラムの推進

学校教育係 A

10

教育研究の充実
・ 白糠町教職員研究事業推進委員会への

助成
・北海道教育研究所連盟への加盟
・ 釧路へき地複式教育研究連盟への加盟

学校教育係 A

11

教育の情報化の推進
・ 教育用コンピュータ及びＩＣＴ機器等

の整備
・ 北海道公立学校校務支援システムの活

用

学校教育係 A

12

ふるさと教育の推進
・ふるさと参観日の実施
・ 白糠町ふるさと教育学習活動推進協議

会への助成
・白糠町交流教育連絡協議会への助成

学校教育係 A

13
白糠町総合教育会議の運営
・白糠町総合教育会議の開催、執行

企画調整係 A
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事業番号 ４－２－７
小 分 類 教育用備品の整備

施策目的 児童生徒にとって魅力ある学習の場として、学習意欲を向上させるため、各種教育
用備品等の充実を図ります。

事業番号 ４－２－８
小 分 類 教育施設の整備

施策目的 児童生徒の安全で快適な学習環境を充実させるため、校舎等の計画的な改修や改築
を進めるとともに、教職員住宅の維持管理を進めます。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
学校教材の整備
・教材文具、教材備品の購入

学校教育係 A

2
学校図書館の整備
・学校図書の購入
・新聞の配備

学校教育係 A

3
社会科副読本の整備と利活用
・社会科副読本「しらぬか」の整備
・小学校３年生児童への配布

学校教育係 A

4
教師用教科書及び指導書の購入
・ 学習指導要領改訂に伴う教師用教科書

及び指導書の購入
学校教育係 A

5
校用備品の整備
・学校用備品の購入

学校建設係 A

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1

学校施設の維持管理
・施設警備、各種施設の保守点検
・緊急修繕
・学校施設の利用許可
・学校施設長寿命化計画の策定
・ 釧路管内公立文教施設整備期成会への

加盟

学校建設係 A

2
白糠小・中学校の改修等
・老朽化による施設改修及び白糠小学校 
　の災害対策のための移転の検討

学校建設係 A

3
校舎・屋体の解体
・ 旧庶路小学校、旧庶路中学校の校舎・

屋体の解体
学校建設係 A
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事業番号 ４－２－９
小 分 類 児童生徒と教職員の健康と安全の確保

施策目的 健康で活力に満ちた児童生徒を育成するため、児童生徒及び教職員の健康管理と安
全対策の向上を図ります。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
教育相談体制の充実
・スクールカウンセラーの配置

学校教育係 A

2

児童生徒の健康維持
・健康診断の実施
・白糠町学校保健協議会への助成
・釧路管内結核対策委員会への加盟
・ 日本スポーツ振興センター災害給付金

制度への加入

学校教育係 A

3
フッ化物洗口の実施
・小学生のフッ化物洗口の実施

学校教育係 A

4
就学予定児童健康診断の実施
・健康診断の実施
・知能検査の実施

学校教育係 A

5
学校環境衛生の向上
・ 水質、空気、騒音、照度などの測定及

び整備
学校建設係 A

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

4
教職員住宅の維持管理
・維持管理、緊急修繕
・入退去、住宅使用料の賦課徴収

教委総務係 A

5
教職員住宅の改修
・計画的な改修整備

教委総務係 B

6
老朽教職員住宅の解体
・老朽教職員住宅の解体

教委総務係 B

7
学校林の管理
・学校林の設定、解除

学校教育係 A
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実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

6

教職員の健康維持
・健康診断の実施
・人間ドック等の受診
・ストレスチェックの実施

学校教育係 A

7
教職員の体力づくりと親睦交流
の実施
・教職員体育大会への助成

教委総務係 A

8
スクールバスの運行
・ 和天別地区、縫別地区のスクールバス

の運行
学校教育係 A

9
スクールバスの更新
・スクールバスの更新

学校教育係 A

10
遠距離通学者への支援
・ 遠距離通学児童生徒の保護者への通学

費助成
学校教育係 A

11

学校施設の安全対策の推進
・通学指導、防犯教室・訓練の実施
・交通安全教室の開催
・安全マップの作成
・不審者等の情報提供
・ 通学路交通安全プログラムの策定、取

組の推進

学校教育係 A

事業番号 ４－２－ 10
小 分 類 学校給食の充実

施策目的 児童生徒の健康を守るため、衛生管理を徹底し、栄養バランスのとれた安心 ･ 安全
なおいしい給食の提供に努めます。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1

食育の推進
・栄養教諭の学校配置
・ふるさと給食の推進
・地産地消の推進
・地場食材の利活用
・関係機関との連携

給食センター
学校教育係

A

2

安全で喜ばれる給食の提供
・献立表の作成
・給食だよりの発行
・給食物資の調達
・給食材料の点検
・食材の定期検査

給食センター A
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実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

3

学校給食センターの運営
・センターの維持管理
・施設、設備の点検、清掃、消毒
・給食の調理、配送
・ 白糠町学校給食センター運営審議会の

開催
・全国学校栄養士会への加盟
・北海道学校給食研究協議会への加盟
・釧路管内学校給食研究協議会への加盟

給食センター A

4

学校給食センターの改修
・蒸気、給湯配管修理
・廃水処理施設配管修理
・冷蔵庫及び各種ボイラーの更新

給食センター B
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４－３　社会教育の充実

　住民自らが主体的に学習することができる環境づくりとして、施設の整備とともに、人材の活用やニー
ズに対応した学習機会を拡充します。また、地域社会が一体となった青少年健全育成を推進します。

事業番号 ４－３－２
小 分 類 社会教育行政の計画的推進

施策目的 各種会議を開催するとともに、研修参加機会を拡充して関係職員の資質向上と施策
の充実に努め、社会教育の推進を図ります。

事業番号 ４－３－１
小 分 類 家庭・地域教育の充実

施策目的 家庭教育や地域教育への関心を高めるため、家庭の役割やしつけに対する幅広い情
報を提供するとともに、地域ぐるみのふるさとづくりを推進します。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
社会教育団体への支援
・PTA連合会への助成

社会教育係 A

2

家庭教育の推進
・子育てセミナーの開催
・子育ての手引き「えがお」の発行
・家庭教育学級活動への支援
・KIDSギャラリーの開催
・家庭教育カフェの開設

社会教育係 A

3
地域教育の推進
・明日の青少年を考える集い
・小中学生下の句かるた大会

社会教育係 A

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
専門職員の適正配置
・専門職員及び行政職員の専門性の充実
・社会教育委員の研修
・指導者の育成指導

社会教育係 A

2
社会教育委員会議の開催
・定例会〔年２回〕
・臨時会〔随時〕

社会教育係 A

3
社会教育関係団体の活動推進
・社会教育関係団体登録
・町民バスの運行

社会教育係 A
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事業番号 ４－３－３
小 分 類 青少年教育と健全育成の推進

施策目的 心豊かな青少年を育てるため、郷土を愛する心を培うふるさと教育を推進し、地域社会が
一体となって「地域の子は、地域で見守り育てる」青少年の健全育成を目指します。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
青年交流会の開催
・ 白糠町青年交流会幹事会への指導・助

言
社会教育係 A

2
はたちのつどいの開催
・成人の門出を祝う式典の開催
・自主企画の支援

社会教育係 A

3
青少年リーダーの養成
・しらぬかジュニアボランティアの養成

社会教育係 A

4

少年教育（ふるさと教育）の推進
・ふるさと未来塾
・八王子市・白糠町子ども交流事業
・弟子屈町・白糠町子ども交流事業
・小中学生宿泊自然体験事業への支援

社会教育係 A

5
青少年育成センターの運営
・青少年育成員の登録
・少年教育相談
・サポート対策会議

社会教育係 A

6
社会を明るくする運動への支援
・啓発用標語の募集及び看板作成
・有害環境の総点検

社会教育係 A

7
青少年健全育成機関との連携
・北海道青少年育成協会への加盟

社会教育係 A

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

4

社会教育計画の策定推進
・各単年度社会教育計画の策定
・ 第９次白糠町社会教育中期計画の推進

〔H30～H34〕

社会教育係 A

5
社会教育関係機関との連携
・ 北海道社会教育委員連絡協議会への加

盟
社会教育係 A
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実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

8

青少年育成団体への支援
・ 白糠町地域子ども会育成連絡協議会へ

の助成
・ 白糠町青少年育成員連絡協議会への助

成

社会教育係 A

事業番号 ４－３－４
小 分 類 女性教育の充実

施策目的 男女共同参画社会の確立を目指した女性教育を推進するため、地域・まちづくりへ
の積極的な参加・学習機会を支援します。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
女性団体活動の支援
・女性の集いの開催
・白糠町女性団体連絡協議会への助成

社会教育係 A

事業番号 ４－３－６
小 分 類 社会教育施設の整備

施策目的 社会教育活動の拠点施設として多くの住民に利用してもらうため、社会教育施設の
計画的な改修を行い、住民が利用しやすい施設としての管理運営をします。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
社会福祉センターの管理運営
・施設の管理運営

社会教育係 A

事業番号 ４－３－５
小 分 類 高齢者教育の充実

施策目的 高齢社会を踏まえ、いつまでも健康で生きがいがもてる学習環境を整備するため、高齢者
活動の指導者の育成と、児童生徒や各団体との交流を含めた学習機会を創出します。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
高齢者ふれあい体験学習の実施
・異世代交流事業の実施

社会教育係 A

2

白洋大学の開設
・集合学習、特別活動の実施
・運営委員会への指導・助言
・他高齢者団体との交流・連携

社会教育係 A
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事業番号 ４－３－７
小 分 類 成人教育の充実

施策目的 自主的な学習活動を推進するため、各種講座の開設や地域・生活課題に密着した講
座の開設など、地域に根ざした学習機会を提供します。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
白糠町公民館講座
・一般講座（教養・趣味）
・リクエスト講座等各種講座の開催

文化振興係 A

事業番号 ４－３－８
小 分 類 視聴覚教育の充実

施策目的 学習資料の提供と映像文化の普及を図るため、視聴覚ソフト及び機材の整備を進め
るとともに、保有資料を活用した事業を展開します。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
視聴覚ライブラリーの運営
・視聴覚機材の整備
・視聴覚機器の更新

文化振興係 A

事業番号 ４－３－９
小 分 類 社会教育活動の支援

施策目的 住民の学習活動を奨励・支援するため、町内外の学習機会に関する情報を収集する
とともに、学習情報コーナーの設置や広報紙を活用し、情報を提供します。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1

学習情報の収集と提供
・学習情報の収集・整理
・学習情報コーナー設置等の情報提供
・学習相談の対応

文化振興係 A

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

2
社会福祉センターの改修整備
・トイレ等の改修整備

社会教育係 A

3
公民館施設の管理運営
・施設の管理運営

文化振興係 A

4
縫別自然の家の管理運営
・施設の管理運営
・テレビ共同受信組合への加盟

社会教育係 A
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実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

2
各公民館の連携
・北海道公民館協会への加盟
・北海道公民館協会釧根支部への加盟

文化振興係 A

事業番号 ４－３－ 10
小 分 類 読書機会の拡充

施策目的 読書による住民の心の育成を進めるために、乳幼児から生涯にわたって読書する機会を
創出します。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
白糠町公民館図書室の運営
・図書指導員の設置
・蔵書等購入整備

文化振興係 A

2
白糠町公民館図書室コンピュー
タシステムの整備
・システム導入の検討

文化振興係 B

3
読書普及活動
・移動図書・団体貸出
・情報誌等の発行

文化振興係 A

4
おはなし会（絵本読み聞かせ会）
・読み聞かせの会への支援
・児童の保護者への情報提供

文化振興係 A

5
図書室ボランティアの育成
・ボランティアの研修

文化振興係 A

6
ヨムヨム・フェアの開催
・本の展示・情報提供
・本のリサイクル市の開催等

文化振興係 A

7
ブックスタート事業
・乳幼児を対象に絵本等をプレゼント

文化振興係 A

8
各図書館との連携
・北海道図書館振興協議会への加盟

文化振興係 A
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４－４　芸術文化活動の充実

　地域に根ざした芸術・文化活動を推進するため、自主的な活動の意識を高め、誰もが自由に参
加できる機会を拡充するとともに、伝統文化を伝承する団体活動の支援、郷土資料の活用に努
め、本町の歴史・文化・風土に親しむことができる機会を提供します。

事業番号 ４－４－２
小 分 類 アイヌ文化の保存・伝承活動の推進

施策目的 郷土の歴史と風土に育まれてきたアイヌ文化の保存・伝承活動を推進するため、人
材の育成とアイヌ文化に理解を深める機会の充実を図ります。

事業番号 ４－４－１
小 分 類 芸術文化活動の推進

施策目的 住民が心豊かで生きがいのある人生を築く糧となる芸術文化活動を推進するため、
誰もが自由に楽しく芸術や文化を親しむ機会の提供と各種文化活動を支援します。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
芸術文化活動の発表の場の拡充
・白糠町総合文化祭
・芸術文化ギャラリーの設置

文化振興係 A

2
文化活動強調期間の設定
・文化活動の情報提供

文化振興係 A

3
芸術文化鑑賞会の開催
・ 子供から大人まで、それぞれの対象に

応じた音楽、演劇鑑賞会等の開催
文化振興係 A

4

文化団体の活動支援
・文化活動への支援・助成
・団体への協力･後援・指導等
・文化活動・文化団体情報の収集と提供
・白糠町文化協会への助成
・ 白糠町青少年音楽祭実行委員会への助

成

文化振興係 A

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1

アイヌ文化の保存・伝承活動の
推進
・白糠アイヌ文化保存会への助成
・アイヌ文化の調査・研究など

文化振興係 A

2
アイヌ民族文化祭への支援
・ 北海道アイヌ協会主催の民族文化祭へ

の支援
文化振興係 A
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事業番号 ４－４－３
小 分 類 文化財の保護

施策目的 郷土の歴史や文化を物語る貴重な文化財を保護するため、郷土資料の保存と活用を
図るとともに、各種郷土芸能団体への活動支援を進めます。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
白糠駒踊りの保存・伝承活動の
推進
・白糠駒踊り保存会への助成

文化振興係 A

2
郷土芸能の保存・伝承活動の推進
･  各種郷土芸能団体の活動把握と協力・
指導・助言

・活動のPR・情報提供及び事業展開

文化振興係 A

3

郷土資料の保管と活用
・資料の保存管理
・資料展示会・情報提供
・「白糠の文化財」の改訂
・保管資料の調査･研究

文化振興係 A

4
埋蔵文化財の保護
・事前協議・事前調査対応
・埋蔵文化財の活用

文化振興係 A

5
記念碑の維持管理
・記念碑の改修・修理と周辺環境整備
・情報の提供

文化振興係 A

6
文化財保護機関との連携
・北海道文化財保護協会への加盟

文化振興係 A

7
郷土芸能の振興
・白糠町郷土芸能振興会への助成

文化振興係 A

事業番号 ４－４－４
小 分 類 文化施設の整備

施策目的 住民の芸能文化活動の拠点となる施設や文化財の保護、また、郷土資料の保存・活
用を図るため、施設の整備を進めます。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
白糠町文化会館の建設
・文化会館建設の検討

文化振興係 C

2
白糠町郷土資料館（室）整備構
想の策定
・郷土資料館（室）整備構想の策定

文化振興係 A
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４－５　スポーツ活動の充実

事業番号 ４－５－１
小 分 類 スポーツ施設の整備

施策目的 住民が気軽にスポーツを楽しめる場を提供するため、施設の安全管理を見据えた計
画的な整備・改修を進めます。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1

温水プールの改修
・外壁、屋根の改修
・給水設備の改修
・地下燃料タンクの改修
・熱伝導遮断カバーの設置
・暖房熱交換器の設置
・プール槽の全塗装
・トゴール石（温浴施設）の購入

スポーツ推進係 A

2

総合体育館の改修
・照明のＬＥＤ化
・舗装の改修
・アリーナ床面の改修
・給湯、暖房ボイラーの改修
・地下燃料タンクの改修
・汚水管の改修
・音響設備の改修

スポーツ推進係 A

3 白糠スケートリンクの改修
・コースの改修

スポーツ推進係 B

4 庶路パークゴルフ場の用地取得
・賃借用地の購入の検討

スポーツ推進係 B

5

町民広場の改修
・バックネットの改修
・外周フェンスの改修
・グラウンドの改修
・トイレの改修

スポーツ推進係 B

6
テニスコートの改修
・全天候型コートの改修
・外周フェンスの改修

スポーツ推進係 B

7

パークゴルフ場の芝管理
・ しらぬかパークゴルフインチャロの芝

管理
・ 庶路パークゴルフ場の芝管理
・栄一区パークゴルフ場の芝管理
・駒の里パークゴルフ場の芝管理

スポーツ推進係 A

　住民が生涯にわたり体力や目的に応じたスポーツ活動を楽しむことができるように施設整備と
スポーツ団体やクラブを育成するとともに、指導者の育成と確保に努め、活動の場と機会を提供
します。
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実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

8
スポーツ施設の管理運営
・ 指定管理者によるスポーツ施設の管理

運営
・管理運営用車両の購入

スポーツ推進係 A

9
屋外運動場の整備
・野球場等の整備の検討

スポーツ推進係 A

事業番号 ４－５－２
小 分 類 スポーツ・レクリエーション活動の充実

施策目的 住民が生涯にわたり体力や目的に応じたスポーツの推進と競技スポーツのレベル向
上を目指すため、スポーツ･レクリエーション活動を充実します。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
総合型地域スポーツクラブ育
成・支援
・スポーツクラブの育成、支援

スポーツ推進係 A

2
スポーツ推進審議会の運営
・スポーツ推進計画の審議

スポーツ推進係 A

3

体育協会の運営支援
・体育の日記念各種大会の開催
・駅伝大会の開催
・体育協会表彰式の挙行
・加盟団体の育成と事務支援

スポーツ推進係 A

4

スポーツ振興に関する資料の収
集及び提供
・各種スポーツに関する資料収集
・ 広報誌、町ホームページの活用等によ

る情報提供

スポーツ推進係 A

5
各種スポーツ機関との連携
・ 釧路･根室圏広域スポーツセンター協

議会への加盟
スポーツ推進係 A

6
学校施設の開放
・学校の屋内外運動場の開放

スポーツ推進係 A

7
スポーツ推進助成事業
・ 全国・全道大会等の出場に係る交通

費、宿泊費の助成
スポーツ推進係 A
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実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

8
町技スポーツへの支援
・ 町技バレーボール、バドミントンへの

支援
スポーツ推進係 A

事業番号 ４－５－３
小 分 類 スポーツ・レクリエーションの指導・普及

施策目的 身近で気軽に楽しめるスポーツ活動の充実を図るため、スポーツ教室の開催や指導
者の育成と確保に努めます。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1

生涯スポーツの推進
・ゲートカーリング等軽スポーツの推進
・ニュースポーツ等の推進
・講習会及び出前教室の開催
・玉入れ大会の開催
・ゲートカーリング大会の開催
・スケート教室の開催
・ウオーキング等野外スポーツの推進

スポーツ推進係 A

2

競技スポーツの推進
・スポーツ指導者向け研修会の開催
・ジュニアスポーツ教室の開催
・強化練習、合宿等への支援
・大会情報の発信

スポーツ推進係 A

3
体力・運動能力テストの開催
・新体力テスト
・ 運動能力テスト（チャンピオンピック）

スポーツ推進係 A

4
少年団・指導者の養成と充実
・スポーツ推進委員会への運営支援
・スポーツ少年団本部への運営支援

スポーツ推進係 A





産業振興分野

第 5 章

活力に満ちた産業づくり
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５－１　農業の振興

　農業経営の体質強化と経営の安定化を図るため、草地型酪農を基軸とした基盤整備と担い手を
確保する環境づくりを推進するとともに、畜産、畑作を目指す異業種などと連携し、地域資源を
有効活用します。

事業番号 ５－１－１
小 分 類 酪農の振興

施策目的 農業経営の体質強化と経営の持続的な発展を図るため、草地型酪農を基軸とした良
質粗飼料の確保に向けた基盤整備を推進します。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1 畜産環境整備事業の推進
・家畜ふん尿施設のリース事業

農　政　係 A

2 道営草地整備事業の推進
・排水不良農地の改良

農　政　係 A

3 公共牧野の運営
・牧野施設の維持管理

農　政　係 A

4 土地改良事業団との連携
・ 北海道土地改良事業団体連合会への加盟

農　政　係 A

5

生産性向上と酪農経営の安定化
の推進
・生産性の高い酪農経営の育成支援
・牛乳･乳製品の安定性の推進

農　政　係 A

6 畜産クラスター事業の推進
・収益力向上等の施設整備への支援

農　政　係 A

事業番号 ５－１－２
小 分 類 畜産の振興

施策目的 家畜振興を図るため、生産性を向上させるとともに、民間企業と連携した生産体制
の構築に努めます。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
家畜防疫の推進
・法定伝染病等の検査・対応
・ 白糠町家畜畜産物衛生指導協議会への

助成

農　政　係 A
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実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

2
家畜振興機関との連携
・釧路種馬共進会への加盟
・白糠町家畜共進会への助成

農　政　係 A

3 肉用牛の預託育成
・家畜管理業務の委託

農　政　係 A

4
共同利用模範牧場の整備
・老朽施設の改修・改築等の検討
・草地更新の検討
・作業路の整備の検討

農　政　係 Ｂ

5 食肉生産の推進
・食肉生産への支援の検討

農　政　係 A

事業番号 ５－１－３
小 分 類 畑作の振興

施策目的 畑作の振興を図るため、生産性を向上させるとともに、民間企業と連携した生産体
制の構築に努めます。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1 野菜生産の推進
・野菜生産への支援

農　政　係 A

事業番号 ５－１－４
小 分 類 農業経営の安定化

施策目的 農業経営の改善と経営規模の拡大を図るため、経営の安定を総合的に支援するとと
もに、担い手を確保する環境づくりを推進します。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
農業振興地域整備計画の推進
･計画の策定及び推進

農　政　係 A

2
担い手対策の推進・支援
・担い手の受入体制の整備
・認定新規就農者への支援
・農業経営者の借入に対する利子補給

農　政　係 A

3
産業振興資金貸付基金の運用
・ 農家、漁家、中小企業者等への低利貸

付

農　政　係
林　業　係
水　産　係
商　工　係

A
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実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

4

農業関係機関等への支援・連携
・白糠農業振興団体協議会への助成
・ 釧路丹頂農業協同組合、釧路農業改良

普及センター、北海道ひがし農業共済
組合等との連携

農　政　係 A

5
中山間地域等直接支払交付金事
業の推進
・農用地等保全体制整備事業

農　政　係 A

6

多面的機能支払交付金事業の推
進
・ 地域資源の保全管理・質的向上を図る

共同活動

農　政　係 A

7

新たな農業の推進
・ 早生木「ヤナギ」を活用した新産業創

出事業
・ アイヌ伝承有用植物等の調査研究事業
・産業用ヘンプの調査・研究

農　政　係
林　業　係

A

事業番号 ５－１－６
小 分 類 食の安全安心関連対策

施策目的 安全で安心な農作物を生産するため、消費者と生産者相互の結びつきを強化し、消
費者の信頼確保に向けた取組への支援に努めます。

事業番号 ５－１－５
小 分 類 環境にやさしい農業の推進

施策目的 自然から与えられた資源を最大限活用するため、資源の循環利用を促進し、環境に
優しい農業を推進します。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
環境保全と資源リサイクルの推進
・農場周辺の環境整備の促進
・臭気対策の推進

農　政　係 A

2
家畜ふん尿の有効活用の推進
・資源循環型森づくりの推進

農　政　係
林　業　係

A

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
安全･安心な農作物生産の推進
・有機農業等の推進
・家畜防疫の充実

農　政　係 A
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事業番号 ５－１－７
小 分 類 農業関係施設の整備

施策目的 農業地域の持続的な発展を図るため、コミュニティ施設の適切な維持管理に努めま
す。

事業番号 ５－１－８
小 分 類 地域産業を支える人材育成

施策目的 第一次産業、商工業の青年就業者を対象に国際化に対応できる経営感覚に優れた人
材の育成に努めます。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1

和天別パイオニアセンターの維
持管理
・ 和天別パイオニアセンターの施設維 

持管理

農　政　係 A

2
茶路生活改善センターの維持管
理
・茶路生活改善センターの施設維持管理

農　政　係 A

3

上庶路生活改善センターの維持
管理
・ 上庶路生活改善センターの施設維持管

理

農　政　係 A

4
酪農研修センターの維持管理
・酪農研修センターの施設維持管理

農　政　係 A

5
農業災害事務
・農地、農業用施設等災害対策

農　政　係 A

6
上庶路生活改善センターの改修
・ 屋根葺替、外壁塗装、耐震補強等の検

討
農　政　係 B

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
青年就業者海外等派遣研修事業
・ 青年就業者海外等派遣研修事業の実施

農　政　係
林　業　係
水　産　係
商　工　係

A
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５－２　林業の振興

　山づくりの原点に返り循環型の林業・林産業を再興するとともに、森林の計画的な整備と木材
の利活用に配慮した経済の循環を推進し、山の恵みに感謝する心を育む木育の推進に努めます。

事業番号 ５－２－１
小 分 類 林産業の振興

施策目的 林産業振興を図るため、労働力の確保と労働環境の改善に努めるとともに、計画的
な整備と木材の利活用に配慮した経済の循環を推進します。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
チェーンソー買換事業
・チェーンソー買い換えへの助成

林　業　係 A

2
森林作業員長期就労促進事業
・労働力確保のための奨励金支給

林　業　係 A

事業番号 ５－２－２
小 分 類 森林整備の充実

施策目的 林産業の振興と森林の持つ公益的機能を維持するため、森林の整備を計画的に進め
るとともに、治山対策の充実を図ります。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
白糠町森林整備計画の推進
・白糠町森林整備計画の策定・推進

林　業　係 A

2

民有林の整備
・民有林経営計画の作成支援及び認定
・民有林振興対策事業
・未来につなぐ森づくり推進事業
・森林整備地域活動支援交付金

林　業　係 A

3

町有林の整備
・町有林野監視人
・町有林経営計画
・部分林
・入林及び火入れの指導

林　業　係 A

4
治山・保安林事業
・治山事業施行要望
・保安林の指定及び解除手続

林　業　係 A
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事業番号 ５－２－３
小 分 類 木育の推進

施策目的 地域を見つめ直し山の恵みに感謝する豊かな心を育むため、子どもをはじめとするす
べての住民が木とふれあい、木に学び、木と生きるための木育の取組を推進します。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1

木育の推進
・木とふれあう機会の創出
・木に関する学習会
・木育推進プログラムの推進

林　業　係
学校教育係

A

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

5

林業関係機関との連携
・白糠木材協会との連携
・白糠木材工業協同組合との連携
・くしろ西森林組合との連携
・北海道治山林道協会への加盟
・北海道造林協会への加盟
・北海道森と緑の会への加盟
・国有林等関係機関との連携

林　業　係 A
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５－３　水産業の振興

　水産業の振興と経営基盤の確立を図るため、安定的資源の確保と、水産資源の新しい付加価値
を高め、「しらぬかブランド」の確立に努めます。また、漁港漁場整備など漁業環境を整備します。

事業番号 ５－３－１
小 分 類 水産業経営の安定化

施策目的 水産業の振興と活性化を図るため、水産関係機関や団体との連携を強化するととも
に、人材の育成と経営支援制度を充実させます。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
漁業後継者対策の推進
・漁協青年部への助成
・漁業研修等への助成

水　産　係 A

2
漁業・水産機関との連携
・漁協との連携
・漁業関係機関への加盟

水　産　係 A

3
漁業経営健全化の推進・支援
・漁業経営者の借入に対する利子補給
・操業体制向上への取組に対する支援

水　産　係 A

4
水産物付加価値向上対策の推進
・漁協の加工への協力
・情報収集及び提供

水　産　係 A

5
水産物供給体制の確立
・販路拡大の模索
・地場企業との連携模索

水　産　係 A

事業番号 ５－３－２
小 分 類 安定的資源の確保

施策目的 水産資源の安定的な確保を図り安全かつ良質な水産物を供給するため、水産資源を
調査研究し、資源管理型漁業を推進します。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1

庶路川ししゃも人工ふ化場の維
持管理
・ししゃもふ化事業への支援
・施設の維持管理

水　産　係 A

2
庶路川さけ中間育成施設の維持
管理
・施設の維持管理

水　産　係 A
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事業番号 ５－３－４
小 分 類 海難事故の防止

施策目的 漁業者等が漁業活動を行う上での安全な操業環境を確保するため、海難事故防止の
啓発活動等を通して事故の未然防止に努めます。

事業番号 ５－３－３
小 分 類 漁港施設の整備

施策目的 漁業者が現在のニーズにあった安心で効率的な漁業活動を実施するため、施設等の
整備を計画的に進めます。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
漁港の整備
・白糠漁港内浚渫等
・水産基盤整備事業の実施
・北海道漁港漁場協会への加盟

水　産　係 A

2
水産関係施設等の整備
・荷捌作業効率化等への支援

水　産　係 A

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
海難事故の防止
・海難事故防止啓発
・海難防止関連事業への参加

水　産　係 A

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

3
水産資源の保護増殖
・マツカワ種苗購入事業の支援
・ヒトデ駆除への支援

水　産　係 A

4
水産基盤整備事業（漁場）の推進
・大型魚礁の設置
・柳だこ用産卵礁の設置

水　産　係 A

5

水産資源の調査・研究
・水産種苗増殖事業団体等への加盟
・さけ・ます資源等の有効利用への支援
・水産資源調査の支援

水　産　係 A
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５－４　商・工業の振興

　商業は、商店街の購買力を高めるため、各種イベントへの支援や観光と連携した本町の特産品
販売など、地域内商店の利用を促進します。また、工業は、企業誘致に努め工業用水道の健全経
営を図ります。

事業番号 ５－４－１
小 分 類 商工業の活性化

施策目的 商店街の健全経営と地域経済の活性化を図るため、金融の円滑化を促進するととも
に、各種支援制度の充実を目指します。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
白糠町商工会との連携
・経営指導員等への助成
・空き店舗対策への支援

商　工　係 A

2

白糠コミュニティホールの維持
管理
・施設の維持管理
・施設補修

商　工　係 A

3

中小企業の振興対策
・中小企業振興資金事業の推進
・運転資金、設備資金の低金利融資
・保証協会保証料の助成

商　工　係 A

4

関係機関との連携
・中小企業総合支援センターへの加盟
・ 北海道中小企業団体中央会釧根支部へ

の加盟

商　工　係 A

事業番号 ５－４－２
小 分 類 企業誘致の推進

施策目的 地域経済の活性化と雇用の拡大を図るため、企業誘致を促進するとともに、工業用
水道の健全経営を図ります。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
釧路白糠工業用水道の供給
・釧路白糠工業用水道企業団への支援
・釧路白糠工業用水の安定供給

企業誘致係 A

2

企業誘致の推進
・企業誘致活動
・既存企業へのフォローアップ
・釧路白糠工業団地の維持管理

企業誘致係 A
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事業番号 ５－４－３
小 分 類 旧産炭地域としての振興

施策目的 旧産炭地域の振興を図るため、地域課題の解決と新たな産業振興を模索するととも
に、企業誘致に必要なインフラ整備を促進します。

事業番号 ５－４－５
小 分 類 再生可能エネルギーの利活用の推進

施策目的 本町の恵まれた気象条件や地域資源を活用して、エネルギーの地産地消などの取組
を推進し、再生可能エネルギーの利活用を推進します。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
旧産炭地域の振興策の検討
・釧路地域産炭地域振興協議会への加盟

企業誘致係 A

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1

再生可能エネルギーの利活用の
推進
・再生可能エネルギーの調査研究
・再生可能エネルギーの地産地消

企画調整係
企業誘致係

A

事業番号 ５－４－４
小 分 類 庶路ダムの保全

施策目的 庶路川水系及び下流海域の地域住民の生活と漁業環境を保全するため、ダムの機能
維持を推進します。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1

関係機関との連携
・庶路ダム対策協議会への助成
・河川維持、水質資源の調査及び監視
・漁業被害発生時の対応
・北海道補助ダム促進協力会への加盟

企業誘致係 A
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５－５　移住・定住の推進

　本町の地域資源をはじめとする魅力を内外に発信し、移住・定住の促進と交流人口の拡大の推
進を図るとともに、関係機関と連携し、人口減少の抑制と地域経済の活性化に努めます。

事業番号 ５－５－１
小 分 類 移住・定住の推進

施策目的 人口の増加による町の活性化を図るため、住宅建設に対する取組などを展開し、移
住・定住の促進と交流人口の拡大の推進に努めます。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1

移住・定住の推進
・ちょっと暮らし住宅の整備
・空き家バンクの活用
・定住宅地の無償提供
・固定資産税の減額
・定住住宅リフォーム制度の検討
・関係機関との連携

企画調整係
契約管財係
資 産 税 係
商　工　係
住宅管理係

A

2
白糠「太陽のまち」定住奨励
・太陽光発電システム設置への助成
・地域材を使用した住宅建設への助成

商　工　係 A

3
ふるさと納税の推進
・返礼品の贈呈
・ポータルサイトの活用

ふるさと納税
推　進　係

A
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５－６　観光・レクリエーションの振興

　交流による地域活性化を図るため、地域性に即した体験型の観光・レクリエーション機能の充
実とイベントの充実に努め、道の駅「しらぬか恋問」を核とした観光形成を進めます。

事業番号 ５－６－１
小 分 類 観光・レクリエーションの整備

施策目的 観光による地域の活性化を図るため、道の駅「しらぬか恋問」を核とした観光形成を進めるととも
に、驚きの森の拠点である青少年旅行村の整備など、観光・レクリエーション機能を充実させます。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
道の駅への支援
・白糠町振興公社への運営支援
・道の駅連絡会への加盟
・メイクセンターの運営管理

商　工　係 A

2
白糠町青少年旅行村整備の推進
・驚きの森への支援
・周辺環境整備

商　工　係 A

3
観光振興機関との連携
・北海道観光振興機構への加盟
・観光連盟等への加盟
・釧路空港国際化推進協議会への加盟

商　工　係 A

4

しらぬかPR事業の推進
・鍛高の里プロジェクト
・各種催事（物産展等）への参加
・ブランド化の支援体制の検討
・エゾシカ資源の有効活用の推進
・ ウェルカム白糠プロジェクト実行委員

会への助成
・ ふるさと納税による町のPRと物産振興

農　政　係
林　業　係
水　産　係
商　工　係
ふるさと納税
推　進　係

A

事業番号 ５－６－２
小 分 類 体験型観光の推進

施策目的 交流人口の拡大による地域の活性化を図るため、観光資源をいかしたブルーベリー
狩りなど、体験型観光の機能を充実させます。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1

体験型観光の推進
・ブルーベリー狩り
・ イタヤカエデの樹液採取（メープルシ

ロップ）
・ 第1次産業を活用した体験型観光の検討
・ くしろ圏観光キャンペーン推進協議会

への加盟

農　政　係
林　業　係
水　産　係
商　工　係

A
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事業番号 ５－６－３
小 分 類 イベントの支援

施策目的 交流人口の拡大による地域の活性化を図るため、内容の充実したイベントを開催す
るとともに、各イベント開催に対して、協力支援する体制を構築します。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1

ぐるっと庶路ダム紅葉ウオーク
事業の開催
･グリーンレイク庶路を活用したウオー
キング大会の開催

企画調整係 A

2

白糠ふるさと振興協会への助成
・港in白糠大漁まつりの開催
・カミングパラダイスの開催
・味技フェスしらぬかの開催
・港ｉｎしらぬか花火大会の開催

商　工　係 A



第
５
章

産
業
振
興
分
野

104

５－７　雇用・勤労者対策の充実

　勤労者が快適に働ける環境を整備するため、関係機関と連携を図り情報の収集・提供するとと
もに、雇用機会の創出や就労へ向けた技術向上支援等による生活基盤の安定と充実を図ります。

事業番号 ５－７－１
小 分 類 勤労者対策の推進

施策目的 技能者の資質と社会的地位の向上を図るため、勤労者の生活安定を図るための融資
制度を推進します。

事業番号 ５－７－２
小 分 類 雇用対策の推進

施策目的 住民の安定的な雇用を促進するため、企業及び関係機関と連携して収集した情報を
提供するとともに、労働者の通年雇用に向けた取組を推進します。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
技能士活動への支援
･白糠技能士会への助成

商　工　係 A

2
勤労者の生活支援
・勤労者への生活資金融資

商　工　係 A

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1

関連機関との連携
・ 釧路根室圏産業技術振興センターへの

加盟
・釧路地方職業能力開発協会への加盟
・ 釧路地域通年雇用促進支援協議会への

加盟

商　工　係 A

2

雇用・就労機会の創出
・就労対策の推進
・起業に対する支援の検討
・広報紙、ホームページでの情報提供

農　政　係
林　業　係
水　産　係
商　工　係

A
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６－１　開かれた協働のまちづくりの推進

　住民が主役である住民自治のまちづくりのため、情報の共有を図り、各種施策が活発に行われ
るよう広報広聴活動などを通じて、住民と行政が一体となった協働のまちづくりを推進します。

事業番号 ６－１－１
小 分 類 広報広聴活動の充実

施策目的 住民のまちづくりに対する理解や参加の高まりと住民の意見を把握し、反映させる
ため、広報広聴活動の充実に努めます。

事業番号 ６－１－２
小 分 類 情報公開の推進

施策目的 町政に対する理解と信頼を深めるため、情報公開を積極的に進めます。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
広報紙の作成・配布
・毎月１回の発行
・町内会の協力による広報紙の配布

地域交流係 A

2
情報の共有の推進
・太陽のてがみによる住民意見の把握
・各種懇談会開催による意見の把握

地域交流係

全　　　課
A

3
町勢要覧の作成
・ 歴史、産業、観光パンフの要素を含む

町勢要覧の作成
地域交流係 A

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
自治基本条例制定の検討
・ まちづくり参加条例、まちづくり基本

条例制定の検討
企画調整係 A

2
ホームページの管理
・ページ作成システムの管理、運営
・ 各担当課による正確でタイムリーな情

報発信

地域交流係 A

3

文書管理・情報公開の推進
・公文書等文書管理の徹底
・白糠町情報公開条例の運用
・情報公開審査会の開催
・町長の資産等の公開

総　務　係

情報統計係
A

4
行政手続の透明化
・行政手続法・条例の運用
・ 審査基準、標準処理期間基準、不利益

処分基準の見直し

総　務　係 A
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事業番号 ６－１－３
小 分 類 議会活動の充実

施策目的 住民に信頼されるまちづくりの議事機関としての機能を高めるため、議会活動を充
実します。

事業番号 ６－１－５
小 分 類 北方領土対策の推進

施策目的 北方領土返還要求に係る国民世論の高揚を図るため、北方領土返還要求運動を推進
します。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1

議会の運営
・定例会、臨時会の開催
・常任委員会活動の充実
・特別委員会、議会運営委員会の設置
・議員研修等議員研鑚活動
・釧路町村議会議長会への加盟
・公務災害補償等組合への加盟

議会事務局 A

2
議会活動の公表
・議会だよりの発行
・会議録の調整

議会事務局 A

事業番号 ６－１－４
小 分 類 功労者の表彰

施策目的 町の発展に寄与された方々に対し、感謝の意を表するため、各種の表彰等を行いま
す。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1

儀式、褒章及び表彰の執行
・功労者の表彰
・町制施行70周年記念事業の挙行
・顕彰審査会の開催
・叙勲、褒章の上申

総　務　係 A

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1

北方領土返還要求運動に関する
業務
・署名、広報活動
・北方領土復帰期成同盟への加盟
・ 北方領土復帰期成同盟釧路支部への加

盟

地域振興係 A
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事業番号 ６－１－６
小 分 類 窓口サービスの充実

施策目的 住民が気持ちよく窓口サービスを受けられるよう、丁寧で親切な職員対応や手続等
による待ち時間の短縮に努めます。

事業番号 ６－１－７
小 分 類 簡易郵便局の運営

施策目的 地域住民の利便性の向上を図るため、町内５箇所での簡易郵便局の運営を推進しま
す。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
庶路支所の運営
・窓口業務の推進
・庶路支所の管理、運営
・施設の修繕

支所庶務係 A

2

戸籍住民事務の適正な推進
・戸籍の管理
・住民基本台帳の管理
・印鑑登録
・特別永住・在留管理
・管内戸籍住民事務協議会への加盟
・旅券発給事務
・個人番号（マイナンバー）事務

住　民　係 A

3
証明書類等の発行
・戸籍の謄抄本など各種証明書の発行
・税務証明の発行
・証明発行の迅速化

住　民　係
税　務　課
関　係　課

A

4
窓口案内
・ 庁舎入口（住民係）での来庁者への総

合案内
・親切な窓口対応の推進

住　民　係
全　　　課

A

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1

簡易郵便局の運営
・白糠幸郵便局
・白糠橋北郵便局
・白糠茶路郵便局
・白糠縫別郵便局
・白糠北進郵便局
・事務取扱者等への報酬
・局舎の維持管理
・北海道簡易郵便局連合会への加盟
・ 北海道簡易郵便局連合会釧路支部への

加盟

地域振興係 A
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６－２　コミュニティの育成

　住民自治の地域づくりを進めるため、町内会活動の支援に努めるとともに、地域住民自らの手
による地域に根ざした自律的な活動が展開できる仕組みづくりを進めます。

事業番号 ６－２－１
小 分 類 町内会活動の充実

施策目的 豊かな地域生活を送るため、近隣地域の親睦と助け合いによる地域コミュニティの
充実を図ります。

事業番号 ６－２－２
小 分 類 コミュニティ施設の整備

施策目的 コミュニティ活動の充実と活性化を図るため、施設の利便性の向上や環境の整備を
進めます。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
町内会活動への支援
・地域振興活動への助成
・街路灯新設、維持への助成
・北海道地域活動振興協会への加盟

地域振興係 A

2
連合町内会への助成
・連合町内会運営費の助成
・連合町内会振興費の助成
・連合町内会事務局の運営

地域振興係 A

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
地域集会所の維持管理
・指定管理者制度による管理　15施設
・町直営の管理　５施設

地域振興係 A

2
西庶路コミュニティセンターの
維持管理
・管理人の雇用
・清掃、保守点検等

支所庶務係 A

3
庶路町民センターの維持管理
・管理人の雇用
・清掃、保守点検等

支所庶務係 A

4
庶路支所附属集会室の維持管理
・管理人の雇用
・清掃、保守点検等

支所庶務係 A

5 地域集会所の大規模改修の検討
・鉄北集会所

地域振興係 A
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６－３　消費者対策の充実

　消費者を取り巻く環境が大きく変化する中、関係機関と連携のもと、消費者意識の高揚と知識
の向上を図り、相談体制の充実や消費者団体活動の促進に努めます。

事業番号 ６－３－１
小 分 類 消費者の保護

施策目的 消費者の利益を守り、被害を未然に防止するため、国民生活センター等と連携し、
相談体制の充実や消費者団体活動の促進に努めます。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1

白糠消費者協会の育成
・白糠消費者協会への助成
・事務局の運営
・釧路地域消費者協会への加盟

地域振興係 A

2

消費者相談体制の充実
・消費者相談の受付、実施
・国民生活センターとの連携
・ 釧路管内広域での相談体制の整備、委

託

地域振興係 A
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６－４　自立する自治体経営の推進

　地方分権時代にふさわしい自治体経営を進めるため、行財政改革を進めるとともに、財源の確
保と財源の重点配分を図りながら、効果的・効率的な行財政運営を推進します。

事業番号 ６－４－１
小 分 類 計画的な行政運営の推進

施策目的 中長期的、総合的な視点でまちづくりを行うため、計画を策定し、推進する計画的
な行政運営を進めます。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
総合計画策定と進行管理
・前期実行計画の事務事業点検評価
・計画変更内容の公表
・後期実行計画の作成

企画調整係 A

2

過疎地域自立促進市町村計画の
進行管理
・ 過疎地域自立促進特別措置法に基づく

過疎地域自立促進市町村計画の延長に
伴う進行管理

・全国過疎地域自立促進連盟への加盟

企画調整係 A

3
山村振興計画の進行管理
・ 山村振興法に基づく山村振興計画の進

行管理
・全国山村振興連盟への加盟

企画調整係 A

4
辺地計画の検討
・ 辺地に係る公共的施設の総合整備のた

めの財政上の特別措置等に関する法律に
基づく辺地総合整備計画の策定の検討

企画調整係 A

5 町政基本方針の公表
・各年度の町政執行方針の公表

企画調整係 A

6

人口ビジョン及び創生総合戦略
の進行管理
・ 人口ビジョン及び創生総合戦略の進行

管理
・創生総合戦略の検証、改訂

企画調整係 A

7

統計調査の実施
・国勢調査（平成32年）
・農林業センサス（平成32年）
・経済センサス（平成31・33年）
・就業構造基本調査（平成34年）
・学校基本調査（毎年）
・住宅・土地統計調査（平成30年）
・漁業センサス（平成30年）
・工業統計調査（毎年）
・白糠町統計調査員協議会への助成

情報統計係 A
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事業番号 ６－４－２
小 分 類 効率的な行政運営の推進

施策目的 住民自治を基本とした行政システム確立のため、行財政改革を実施し、効率的な行
政運営を推進します。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1

適正な入札の執行
・建設工事等の入札の執行
・建設工事等業者指名委員会の開催
・工事等の発注見通しの公表
・ 工事等の入札参加資格、入札及び契約

状況の公表
・入札参加資格の審査
・燃料の入札の執行
・入札等電子調達システム導入の検討

契約管財係 A

2

共通事務の一元化
・郵便物の発送・集配
・保守契約、物品調達、印刷
・電話交換
・複写機の集中管理
・公用車の一括管理

契約管財係

総　務　係

情報統計係

A

3

適正な庁舎管理
・施設の長寿命化及び改築の検討
・清掃、警備等の保守管理
・行政財産の貸付
・職員の日直対応
・災害時の対応

総　務　係

支所庶務係
A

4
法制執務の充実
・例規システムの運用
・法制執務職員研修会の実施
・顧問弁護士との連携

総　務　係 A

5
部課長会議の開催
・事務の総合調整
・庁内連携の強化

総　務　係 A

6
適正な組織機構の構築
・効率的な部・課・係の組織構築

職　員　係 A

7
総合賠償保険への加入
・ 町事業及び町有施設の瑕疵に対する補

償、賠償
総　務　係 A

8
個人情報の保護
・ 白糠町個人情報保護条例の運用（個人

情報保護審査会の開催）
情報統計係 A
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事業番号 ６－４－３
小 分 類 地域主権型社会創造の取組

施策目的 地域のことは地域で決めることができる地域主権型社会の実現を目指すため、広域
行政の検討など各種の取組を推進します。

事業番号 ６－４－４
小 分 類 国際交流の推進

施策目的 台湾新北市烏来区との友好交流提携に基づき、文化芸術、教育などの幅広い分野で
の交流を推進します。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
地域主権型社会の推進
・地域間連携の取組
・道から市町村への権限移譲の取組

企画調整係 A

2

広域行政の推進
・管内広域プロジェクトの推進
・釧路公立大学事務組合への加盟
・町村会への加盟
・釧路地方総合開発促進期成会への加盟
・ 「釧路定住自立圏共生ビジョン」に基

づく関係市町村との連携

企画調整係
総　務　係

A

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1

台湾新北市烏来区との友好交流
の推進
・文化芸術分野における交流の推進
・教育分野における交流の推進

企画調整係
学校教育係
社会教育係

A

2

関係機関との連携
・北海道との連携
・ 北海道国際交流・協力センターとの連

携

企画調整係 A
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事業番号 ６－４－５
小 分 類 健全な財政運営

施策目的 健全な財政運営を進めるため、財源確保と予算の重点化・効率化を図り、適正な財
務管理・執行に努めます。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
予算の編成
・地方財政計画に関する情報収集
・当初予算の編成
・補正予算の編成

財　政　係 A

2
決算の整理
・決算書の調製
・決算統計調査表の作成

財　政　係
会　計　係

A

3
町債の協議、借入、償還
・起債管理システムの運用

財　政　係 A

4

交付税の算定
・ 普通交付税、特別交付税に関する情報

収集
・基礎数値の報告
・交付税の推計、本算定

財　政　係 A

5
財政状況の公表
・財政事情説明書の公表
・健全化判断比率等の公表
・財政状況資料集の公表

財　政　係 A

6
現金の保管、管理
・公金の保管、管理
・各会計間の資金調整
・一時借入金の申請、償還

財　政　係
会　計　係

A

7
基金の管理、運用
・各種基金の積み立て、取り崩し、運用

財　政　係
契約管財係

A

8
財務会計システムの運用
・予算編成システムの運用
・執行管理システムの運用

財　政　係
会　計　係

A

9
財政計画の作成、調整
・財政計画の作成、進行管理
・財政指標等のシミュレーション

財　政　係 A

10
財産の適正管理
・公有財産管理システムの運用
・財産管理台帳の整備
・遊休財産の有効活用

契約管財係 A
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事業番号 ６－４－６
小 分 類 財源の確保

施策目的 まちの安定した財政運営を進めるため、財源を確保します。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
固定資産土地評価業務の実施
・標準宅地の鑑定
・土地の評価

資 産 税 係 A

2

固定資産税の課税
・固定資産税の課税、通知
・家屋調査、償却資産調査
・固定資産評価審査委員会の運営
・ 財団法人資産評価システム研究セン

ターへの加盟

資 産 税 係 A

3

住民税・諸税の課税
・ 個人町道民税、法人町民税、軽自動車

税、町たばこ税、国民健康保険税の課税
・未申告者の調査
・確定申告窓口の開設
・ 釧根地区軽自動車申告事務協議会への

加盟

税　務　係 A

4

税等の収納管理
・収納管理システムの運用
・督促状の発送
・口座振替の推進
・コンビニ収納の実施
・収納方法及び収納技術の充実

収　納　係 A

5
納税貯蓄組合の運営
・納税貯蓄組合連合会への助成
・職域納蓄の存続と運営
・納税思想の普及啓発

収　納　係 A

6
広域行政組織による徴収の推進
・ 釧路・根室広域地方税滞納整理機構へ

の加盟による徴収体制の強化
収　納　係 A

7
交付金の収納
・ゴルフ場利用税交付金の収納
・国有資産等所在町交付金の収納

税　務　係

資 産 税 係
A

8

町有財産の売り払いによる収入
の確保
・土地建物の売り払い
・普通財産の貸し付け

契約管財係 A

9
有料広告等の検討
・ 町広報紙、ホームページへの有料広告

の掲載
地域交流係 A
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事業番号 ６－４－７
小 分 類 職員管理の推進

施策目的 行政が円滑で適正な運営を進めるため、職員管理の充実を図ります。

事業番号 ６－４－８
小 分 類 行政委員会の運営

施策目的 行政の円滑で適正な運営を図るため、独立した執行機関として機能が充分いかされ
るよう行政委員会の運営を図ります。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1

職員の適正管理
・人事管理、定員管理
・職員の任免、賞罰
・職員研修の実施
・ストレスチェックの実施
・職員団体の管理
・非常勤特別職の管理
・釧路町村公平委員会への加盟

職　員　係 A

2

職員給与の適正な管理
・給与支給、人件費の積算
・職員給与の公表
・ 北海道市町村職員退職手当組合への加

盟
・北海道社会保険協会への加盟

職　員　係 A

3
職員住宅の管理
・７棟14戸の管理

職　員　係 A

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1

農業委員会の運営
・農業委員会委員　9名
・農業委員会の開催
・ 農地の利用関係の調整等農地に関する

事務の執行

農業委員会
事　務　局

A

2
教育委員会の運営
・教育委員会教育委員　５名
・教育委員会議の開催
・ふるさと教育の推進

教委総務係 A

3
選挙管理委員会の運営
・選挙管理委員会委員　４名
・選挙管理委員会の開催
・適正な選挙の執行

選 挙 管 理
委員会事務局

A知事選挙
道議選挙

知事選挙
道議選挙
町議選挙
参議選挙

町長選挙
海区選挙

衆議選挙 参議選挙

4
監査体制の充実
・監査委員　２名
・定期監査等各種監査の実施

監査委員事務局 A
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６－５　男女共同参画・人権尊重社会の形成

　男女が社会の対等な構成員としてあらゆる分野で参画することができるよう、男女共同参画社
会の形成を進めるとともに、人権が尊重されるまちづくりを進めます。

事業番号 ６－５－１
小 分 類 男女共同参画・人権尊重社会の形成

施策目的 人権意識を高めるため、啓発活動を推進し、人権が尊重されるまちづくりを進めま
す。

実　　施　　概　　要
取　　　組 実施主体 H30 H31 H32 H33 H34 優先度

1
男女共同参画の形成
・女性参画機会の拡充
・女性団体活動の支援
・女性の集いの開催

総　務　係
社会教育係
全　　　課

A

2

人権の擁護
・人権擁護委員の推薦　３名
・人権擁護相談所開設の支援
・人権尊重思想の啓発
・釧路人権擁護委員協議会への加盟

総　務　係 A

3
公益通報者の保護
・ 公益通報者保護法に基づく、公益通報

者の保護
総　務　係 A

4
犯罪被害者の保護
・ 犯罪被害者等基本法に基づく、釧路方

面被害者支援連絡協議会との連携
総　務　係 A

5

保護司活動の支援
・白糠地区　２名
・釧路地区保護司会白糠分会への助成
・釧路地区保護司会への加盟

総　務　係 A



※所属欄の役職名は、平成30年３月の計画策定時の役職です。
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第８次白糠町総合計画策定委員会委員名簿

区分 所　　　　属 氏　　　名 備　　考

産 釧路丹頂農業協同組合白糠支所長 福　士　哲　也

産 白糠木材協会　会長 山　本　伸　樹 委員長

産 白糠漁業協同組合専務理事 芦　田　広　康

産 白糠町商工会事務局長 小　野　　　正 副委員長

産 白糠町建設業協会　会長 山　根　　　浩

産 釧路丹頂農業協同組合青年部
音白支部副支部長 伊　深　祐　樹

産 白糠漁業協同組合青年部長 雲　津　知　成

産 白糠町商工会青年部長 片　岡　福太郎

学 北海道白糠高等学校長 倉　内　慶　一

金 北海道銀行白糠支店長 富　永　剛　治

金 大地みらい信用金庫白糠支店長 岸　部　芳　洋

金 釧路信用金庫白糠支店長 菅　原　　　学

住民 社会福祉法人　白糠いつくしみ会
白糠立正保育園園長 望　月　登　子

住民 白糠町連合町内会長 山　田　國　義
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用語索引

用　　　語 内　　　　容
あ IT information…technology の略。情報通信技術をいう。
医療費適正化 増大する国民医療費を、国民所得やＧＤＰの伸びのバランスをみて将来見通しを示す医療制度改革を行

い、医療費を抑制するというもの。
NPO 政府・自治体や私企業とは独立した存在として、市民・民間の支援のもとで社会的な公益活動を行う組

織・団体。
か 介護保険事業計画 国が定める基本指針に即し、３年を一期として策定する市町村計画。基本指針では、2025年までの各計

画期間を通じて地域包括ケアシステムを段階的に構築することとされている。
介護予防 介護保険制度に基づき、要支援認定を受けた介護保険被保険者に対し、介護を要する状態の軽減または

悪化の防止に資するよう行われる支援のこと。
介護予防・日常生活支援総
合事業

介護予防のための新しい事業で、高齢者一人ひとりの状態に合わせた介護予防や生活支援のサービスを
利用することができる。これまで介護保険で行なっていた介護予防サービスの一部も利用することがで
きる高齢者を支援する事業。

外国語習得プログラム 保育所・幼稚園（認定こども園）、小学校、中学校、義務教育学校、公民館講座に「英会話」や「中国語会話」
を開設し、国際社会をたくましく豊かに生きる白糠町民の育成をめざすもの。

過疎地域自立促進市町村計
画

「過疎地域自立促進特別措置法」に基づき過疎地域に指定された市町村が、地域の自立促進を図るため
必要な事業を体系化し、事業を実施するための計画。

学校運営協議会制度 保護者や地域住民が、学校運営に意見を反映させることで、学校と協働しながら子どもたちの成長を支
え、「地域とともにある学校づくり」を進める仕組み。学校運営協議会が設けられた学校を「コミュニティ・
スクール」と呼ぶ。

学校施設長寿命化計画 学校施設の長寿命化を図るため整備内容や時期、費用などを具体的に表す計画。
合葬墓所 墓地を管理する後継者がいない等、個人で管理ができない場合、複数の故人を共同で祀る墓地。
基礎学力定着プログラム 「かけ算九九」「漢字の読み書き」等、これだけは身に付けさせたい基礎的・基本的事項を子どもたちの

実態に応じて洗い出し、「わかった」「できた」という感動を伴って、目に見える形の学力として子ども
たちに身に付けさせようとするもの。学校支援ボランティアの積極的な活用、放課後や長期休業中の補
充指導の実施等がある。

教育コラボレーション推進
プログラム

北海道教育大学との連携による事業。平成30年～ 39年の間に幼児・学校数育の充実を推進するための
施策。

行政手続法 行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として、行政上の手続についての一般法
として平成５年に制定された法律。許認可事項の審査基準や不利益処分基準、標準処理期間等を明らか
にすることが義務づけられた。

協働 地域の課題解決に向けて、行政単独では解決できない問題がある場合、または住民だけでは解決できな
い問題などがある場合に、相互にお互いの不足を補い合い、ともに協力して課題解決に向けた取組。

COOL…CHOICE 国の温室効果ガス排出量の削減目標を達成するために、環境省が地球温暖化防止策として国民に自発的
な取り組みを促すための国民運動。

ケアプラン 介護保険サービスを利用する際に利用者の介護度や生活実態、利用ニーズを踏まえて策定するサービス
計画。

ケアマネジメント 介護保険事業において、ケアマネジャー（介護支援専門員）が行なう業務。要介護者との面接、アセス
メント、ケアプランの策定、サービス評価などからなる。

景観緑三法 「景観法」「景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」「都市緑地保全法等の一部を改正する
法律」の三つの法律を合わせた呼称。
景観の整備・保全について、地方公共団体に対して一定の強制力を付与することを目的としており、景
観法の制定を中心とした関連法律の整備の要素が強い。

健康保持・体力育成プログ
ラム

確かな学力や豊かな心の支えとなる子どもたちの健康な心身やたくましい体力の育成を願う事業。体力
づくりに係る「一学校一運動」の推進、薬物乱用防止教室の実施、少年団活動・部活動の推奨等がある。

健全化判断比率 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、財政状況を客観的に表し、財政の早期健全化
や再生の必要性を判断するために算定する４つの指標。「実質赤字比率」、「連結実質赤字比率」、「実質
公債費比率」及び「将来負担比率」で構成。

公益通報者保護法 平成16年６月に制定された法律。外部への通報により、通報者が不利益を受けることのないよう保護す
ることを目的とした法律。

後期高齢者 75歳以上の高齢者。
公拡法 「公有地の拡大の推進に関する法律」の略称。発展と整備を促進するため、土地の先買いに関する制度

の整備、地方公共団体に代わって土地の先行取得を行うことを目的とした法律。
公営住宅等長寿命化計画 公営住宅等の建替や大規模改善及び修繕、用途廃止を推進するための総合計画。
公営塾 学力の向上、進学・就職率の向上等により高校の魅力化を図るために北海道白糠高等学校と連携した白

糠町が運営する公営の塾。
高齢者保健福祉計画 高齢者の実態や保健・福祉ニーズ、サービスの実施状況を踏まえて、在宅サービスの積極的な推進を柱

に具体的なサービス提供や施設整備に関する目標を策定した計画。
国土法 「国土利用計画法」の略称。地価の高騰防止の為に制定された法律。
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用　　　語 内　　　　容
か 国民健康保険都道府県単位
化

平成30年４月から、市町村単位で運営されていた国民健康保険について、都道府県が財政運営の責任主
体となり、市町村とともに運営する制度。

国民保護計画 「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」に基づく計画。外国からの武力攻撃
やテロ行為が発生した場合に国民の保護のための措置を行う実施体制、住民の避難や救援などに関する
事項、平素において備えておくべき物資や訓練等に関する事項などを定めている。市町村の主な役割は
住民の避難誘導、安否確認等の情事削収集とされている。

子育てワンストップサービ
ス

妊娠、出産、育児等に係る子育ての負担軽減を図るため、地方公共団体における子育て関連の申請等手
続について、マイナンバーカードを用いてオンラインで一括して行うことができるサービス。

コミュニティバス 運行区間、経由地、停留所及び運行時刻を定め、定期的に運行するバス。
さ 財政計画 健全な財政運営を推進するため、経常収支の見通しを明らかにし、政策的経費への充当可能財源を明ら

かにして、予算編成や実施計画策定の指針とするもの。
財政事情説明書 「地方自治法」に基づき、条例の定めるところにより、毎年６月１日及び12月１日の２回、歳入歳出予

算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項を住民に公表するた
めの文書。

財政状況資料集 「財政状況等一覧表」、「財政比較分析表」及び「歳出比較分析表」として公表していた各様式の重複デー
タを総務省が整理・再編成を行い、平成22年度決算分から各地方公共団体の財政状況を統一した形式に
することで団体間の比較・分析を可能とした開示様式。

山村振興計画 「山村振興法」に基づき、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全等の重要な役割を担っている山村
地域の森林等の保全、産業基盤及び生活環境の整備等を図ることを目的とした計画。

次世代育成支援行動計画 「次世代育成支援対策推進法」に基づく計画。都道府県や市町村、301人以上を雇用する一般事業主等が
策定を義務付けられている、急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化対応するた
めの次世代育成支援に係る行動計画。

自然の番人宣言 ごみのない地域を目指し自然環境を守るための共同宣言。
自治基本条例 住民自治の基本原則や行政運営のルール、住民と行政とのそれぞれの役割と責務、住民参加のあり方と

協働の仕組みなどを定めた条例。平成13年に施行された北海道ニセコ町の「ニセコ町まちづくり基本条
例」以降、制定する自治体が急速に増えている。

社会教育計画 学校教育や家庭教育を除いた社会において行われる教育を促進及び援助することを目的とした計画。
障がい福祉計画 「障害者基本法」、「障害者総合支援法」、「児童福祉法」の基本理念を踏まえ、障がいのある人が、自立

した日常生活や社会生活を営むことができるよう、必要な相談体制や障がい者（児）福祉サービスなど
の施策を、総合的かつ計画的に推進するための計画。

小中一貫教育 小学校１年生から中学校３年生までの義務教育９年間において、学習指導や生徒指導の系統性・連続性
に配慮した教育課程を実施すること。平成28年４月から制度化された。９年間の義務教育を一貫して行
う新たな学校種「義務教育学校」と、組織上独立した小学校及び中学校が義務教育学校に準じる形で一
貫した教育を施す「小中一貫型小学校・中学校」の２つがある。

振動病 さく岩機、ピック、チェーンソー、バイブレータ、ランマーなど電気モーター、エンジン、圧縮空気な
どを動力にした機械・工貝を使用して手や腕に振動・衝撃を受けた人に起こる病気。

森林整備計画 自治体が所有する森林を計画的に整備する計画。
スクールカウンセラー 学校で児童生徒の生活上の問題や悩みの相談に応じ、指導・助言を行う専門家。
すこやか白糠21 健康寿命の延伸等を実現するために、国が策定した「21世紀における第２次国民健康づくり運動」と子

どもを安心して産み育てる、子どもの健やかな成長発達を支援することに視点をおき、乳幼児から高齢
者まで全町民を対象とした健康増進計画の通称。

スポーツ推進計画 「スポーツ基本法」に基づき、地方の実績に即したスポーツ推進施策を主体的に進める上での指針とな
る計画。

生活習慣病 心臓病・高血圧症・糖尿病・癌・高脂血症など、不適切な食事、運動不足、喫煙、飲酒などの生活習慣
に起因すると考えられる病気。

生活排水処理基本計画 総合的な生活排水処理対策を進めるため、下水道や浄化槽の特徴、事業の投資効果等を検討し、生活排
水処理事業を定める計画。

センサス 人口や産業など、国や地域の様々な側面に関して、調査対象のすべてを調べる統計調査、またはそれと
同程度の大規模な調査。

た 耐震改修促進計画 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく市町村計画。建築物の耐震診断及び耐震改修の推進
や住民啓発を目的とした計画。

男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する
機会が確保され、また男女が均等に政治的、経済的、社会的、文化的利益を享受し、かっ、共に責任を
担うこと。

地域間幹線系統バス路線 複数の市町村に跨り広域的幹線的な路線として地域住民の生活に密着した必要不可欠なバス路線。
地域公共交通網形成計画 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき、市町村の区域内において持続可能な地域公共交

通網を形成するための基本計画。
地域公共交通再編実行計画 地域公共交通網形成計画の事業内容を具体化した実行計画。
地域生活支援事業 障がいのある人が地域で日常生活や社会生活を営むことができるように支援する事業。相談支援、移動

支援、日常生活用具給付支援などがある。
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用　　　語 内　　　　容
た 地域包括ケアシステム 高齢者が要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい生活を最後まで送れるよう、住まい・医療・

介護・予防・生活支援が一体的に提供される社会の仕組み。
地域防災計画 「災害対策基本法」に基づき、都道府県・市町村の防災会議が地域の実情に即して策定する。災害対策

全般に対応を定めた計画。
地球温暖化防止実行計画 「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく市町村計画。各事業者や消費者として温室効果ガス排

出量をいかに抑制するか、その発生源となる電気や燃料などの使用量をいかに節減するかを示すもの。
地産地消 地域生産地域消費の略語。地域で生産された農産物や水産物をその地域で消費すること。消費者が生産

地に訪れ消費をすることによる地域経済の活性化や郷土意識の醸成、地域の伝統的食文化の維持・継承、
農水産物の輸送にかかるエネルギーの削減などが期待されている。

超高齢社会 総人口に占める65歳以上の人口比率が、21パーセント以上になった場合の社会。
町有林経営計画 「森林法」に基づき、森林所有者等が、自ら森林の経営を行う一体的なまとまりのある森林を対象として、

効率的な森林施業と適切な森林の保護を通じて、森林の持つ多様な機能を十分に発揮させることを目的
に作成する計画。

都市計画マスタープラン 平成４年の「都市計画法」改正に伴い新たに策定が義務付けられたものであり、地域の実情と住民の意
向を反映した市町村の都市計画に関する基本的な方針。

特定健康診査・特定保健指
導

「高齢者の医療の確保に関する法律」の施行に伴ない、平成20年度から医療保険者に特定健康診査が義
務付けられた。特定健康診査の結果、一定の基準に該当する者に対しては、特定保健指導が義務付けら
れている。対象者は40 ～ 74歳で、メタボリックシンドロームに起因する生活習慣病患者を減少させる
ことで健康寿命の延伸、医療費の抑制を目指すもの。

特別支援教育 障がいのある幼児・児童・生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、
幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は
克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うもの。

な ニュースポーツ 誰もが気軽にすぐに楽しむことのできることを目的に新しく考案され、アレンジされたスポーツの総称。
農業振興地域整備計画 優良な農地を保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施するため市町村が定める総

合的な農業振興の計画。
ノーマライゼーション 障がい者や高齢者など社会的に不利を受けやすい人々が、社会の中で他の人々と同じように生活し、活

動することが社会の本来あるべき姿であるという考え方。
は バリアフリー 建物の段差の解消など、物理的なバリア（障壁）を除去すること。

障害者の社会参加を困難にしているバリアには、意識上のもの、建物などの物理的なもの、制度的なも
のなどがある。

犯罪被害者等基本法 犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進することによって、犯罪被害者等の権利利益の保
護を図ることを目的とし、平成16年に成立した法律。

ビジョン 将来の構想。展望。また、将来を見通す力。洞察力。
ふるさと教育 郷土の自然、歴史、文化、伝統や産業、先人の生き方などを学ぶことによって、郷土を愛する心を育むもの。
辺地総合整備計画 辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画。
包括的支援事業 将来的に要支援・要介護状態になる恐れのある高齢者を主な対象に、生活機能の維持・向上に向けた予

防サービスを提供することを目的に創設された「地域支援事業」の一部。介護予防に関する情報の提供
や相談支援、権利擁護、生活支援サービスとの調整などの支援事業、ケアマネジャーなどへの支援事業
など。

ボランティア 無報酬で福祉などの事業活動に参加する人。社会をよくするために、自分の時間と技術を自発的に無報
酬で提供する人。

ボランティアリーダー 自主的に社会事業などに参加し、無償の奉仕活動をする指導者。
ま マイキープラットフォーム マイナンバーカードのＩＣチップ部分の空きスペースを活用し、マイナンバーカードを公共施設や商店

街など地域の各種サービスを結び付ける手段とするための共通情報基盤をいう。
民間経営理念・手法導入 民間の会社や組織の経営理念（どういう目的で、どのような経営をするのか）を導入する際の考え方。
民有林経営計画 「森林法」に基づき、森林所有者等が、自ら森林の経営を行う一体的なまとまりのある森林を対象として、

効率的な森林施業と適切な森林の保護を通じて、森林の持つ多様な機能を十分に発揮させることを目的
に作成する計画。

木育推進プログラム 子どもたちが体験を通して木とのかかわりを考え、人間生活における木の大切さを身近に感じることを
願う事業。木工作品の製作、校舎周辺樹木の保全活動、町植樹祭等への参加等がある。

目標指数 目標数値の分析のため変動する数値の大小関係を比率の形にして表したもの。
や ユニバーサルデザイン あらかじめ、障がいの有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々が利用しやすいよう都市や生

活環境をデザインするという考え方。バリアフリーの考え方を発展させたもの。
Ｕ・Ｉ・Ｊターン Ｕターンとは、地方から都市へ移住したあと、再び地方へ移住すること。Ｉターンとは、地方から都市

へ、または都市から地方へ移住すること。Ｊターンとは、地方から大規模な都市へ移住したあと、地方
近くの中規模な都市へ移住すること。

幼小並びに小中一貫教育推
進プロゲラム

白糠町において、同地域の幼児、児童生徒と保護者が、９年間以上を共に学ぶ特性を生かして、基礎学
力の定着と仲間づくりの系統性、継続性、確実性、効率性を期する事業。

予約制バス 運行区域及び運行時刻を定め、乗車する者の予約に応じて運行するバス。
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